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Ⅰ 監査の概要 
第１ 行政監査の趣旨 

行政監査は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第２項の規定に

より、県が行っている事務が法令、条例に定めるところに従い適正に執行されてい

るかどうか、また、正確性、経済性、効率性及び有効性の確保がなされているかど

うか、について監査を実施するものである。 
 
第２ 監査のテーマ及び選定理由 
１ 監査のテ－マ 
法令等に基づく団体等に対する検査・監査等の実施状況について 

 
２ 選定理由 
本県を含む各地で、食品の偽装表示やマンション等耐震偽装、医療事故など県民

が不安を抱く事案が発生している。 

こうした状況を踏まえて、法令等に基づき県が実施している「団体等に対する  

検査・監査等」（以下「検査等」という。）の実態を把握し、検査等の事務が適切に

実施されているかなどについて監査する。 

 

第３ 監査実施概要 

１ 監査対象検査等 

    法令等に基づき県が実施している検査等を調査したところ、知事部局、教育庁、

警察本部において、１２３件の検査等が実施されていた。（６１ページ 資料 参照） 

このうち、県民生活に関わりが深いもの、県民の関心が高いと思われるもの等を

中心に、次の２６件を選定し、監査を実施した。 

 

№ 検査等の名称 № 検査等の名称 

1 学校法人検査指導 14 浄化槽等立入検査 
2 社会福祉法人の指導監査 15 浄化槽保守点検業者立入検査 
3 児童福祉行政指導監査 16 産業廃棄物発生事業所立入検査 
4 老人福祉施設・有料老人ホーム検査 17 一般廃棄物処理施設立入検査 
5 指定障害福祉サービス等事業者実地指導・監査 18 産業廃棄物処理施設等立入検査 
6 介護保険法に基づく指導監査 19 消費生活協同組合法に基づく検査 
7 医療機関の検査 20 農業協同組合法に基づく検査 
8 麻薬・向精神薬、覚せい剤、大麻関係立入検査 21 水産業協同組合法に基づく検査 

9 
薬局、医薬品販売業及び高度管理医療機器販売
業等に対する薬事監視 

22 食品表示（ＪＡＳ法）立入検査 

10 毒物劇物監視  23 土地改良区等検査 

11 
医薬品等の製造業・製造販売業及び医療機器
修理業に対する薬事監視 

24 建設業者立入検査 

12 食品衛生施設の監視指導 25 宅地建物取引業者に対する立入検査 

13 
水質汚濁防止法に基づく特定事業場等排水
立入検査 

26 特例民法法人立入検査 
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２ 監査対象年度 

平成２０年度を対象としたが、平成２０年度に検査等を実施していない場合は、

検査等を実施した直近年度（平成１９年度・平成１８年度）とした。 

 

  ３ 監査の実施時期 

    平成２１年７月から平成２２年３月まで 

 

  ４ 監査の実施方法 

検査等を所管する本庁所管課から提出された監査調書等により職員調査を実施し、

その結果を踏まえて監査委員による書面監査を実施した。 

 

５ 監査の着眼点 

    監査の実施に当たっては、次の事項に着目して実施した。 

    （１） 検査等体制（組織・人員、研修、通報制度等）は整っているか。 

    （２） 検査等計画は適切か。 

    （３） 検査等基準及び手法は適切か。 

    （４） 検査等結果（公表、改善報告等の徴収、改善状況の確認等）の取扱いは

適切か。 

    （５） 不適正事案に対する対応状況は適切か。 

 

Ⅱ 監査の結果 

 第１ 概 要 

今回行政監査の対象とした検査等の実施状況について確認・検証した結果、大部

分の検査等においては、国や県の検査基準などにより各検査等機関が策定した実施 

計画に基づきおおむね適切に実施されていたが、 
ア 検査等体制の充実強化を図る必要があるもの ９件 

イ 検査等担当職員研修の充実を図る必要があるもの ４件 

ウ 検査等の実施要綱等の整備を検討する必要があるもの ２件 

エ 検査等を計画どおり実施する必要があるもの ３件 

オ 関係機関との連携の強化を図る必要があるもの ７件 

   が、認められた。（６ページ 別表の⑪参照） 
ついては、検査等を円滑に実施し、さらに精度を高めるため、事務分掌・業務   

配分等の見直しや同一の検査等を実施している機関との情報交換・共有化、国、市

町村、警察等関係機関との連携の充実強化を図るなど、効率的・効果的に検査等を

実施するための体制の整備・強化を進めていく必要がある。 

また、実効ある検査等を進める上で、県民からの情報提供は重要であるので、  

検査等の情報受入窓口の整備や周知を図り、提供された情報を検査等を実施する 

際に有効に活かしていくことが必要である。 
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検査等結果の公表については、ホームページ等で詳細に公表しているものや概略

のみ公表しているもの、全く公表していないものなど様々であったが、県民への  

安全・安心の確保や各団体等の適正な事業運営の推進のため、個人・法人情報保護

の観点等から公表することがふさわしくないものを除き、できる限り広く公表する

必要がある。 

 
 第２ 検査等の実施状況 

  １ 検査等体制について 

  （１） 実施機関等 

      実施機関別に見ると、本庁所管課のみで検査等を実施しているものが７件、

出先機関のみで実施しているものが４件、本庁と出先機関で分担又は合同で 

実施しているものが１５件となっている。 

これらのうち、専門の組織を設けていたものが７件あったが、その他のもの

は、検査等業務以外に一般的な指導・許認可事務などを所掌している室・班等

で実施している。（６ページ 別表の①参照） 

  （２） 実施職員の資格の必要性 

      法令等の規定により、検査等を実施する職員に資格が必要なものは８件で 

あり、全て必要な資格を有する者が任命されていた。 

（６ページ 別表の②参照） 

  （３） 実施する職員数 

１団体当たりの検査等人員については、大部分が２名以上で検査等を実施し

ていたが、２件については、１名で実施していた。 

      なお、検査等精度の向上のため、公認会計士が同行して実施していたものが

２件、警察から職員の派遣を受け、連携対応しているものが２件あった。 

  （４） 実施職員に対する研修 

      職員研修については、大部分の検査等において国や関係機関が実施する研修

への参加や内部研修等を実施していた。 

  （５） 通報制度の設置 

県民モニター制度や電話等の相談窓口を設置しているものが５件あった。 

（６ページ 別表の③参照） 

その他のものは、相談窓口等を設けていないが、通報等があれば立入検査等

を実施するなど随時対応している。 

 

  ２ 検査等計画について 

  （１） 実施要綱等の制定 

      実施要綱等を制定していないものが２件あったが、その他のものは実施要綱

等を制定していた。（６ページ 別表の④参照） 
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  （２） 実施計画の作成等 

      通報・苦情があった場合などに検査等を実施することとしている３件につい

ては、実施計画を作成していなかったが、その他のものは、年度当初に、当該

年度に実施する検査等の目標数や重点項目等を定めた実施計画を作成していた。 

（６ページ 別表の⑤参照） 

  （３） 計画に対する実施状況 

目標数を達成できなかった検査等が３件あり、このうち、特例民法法人立入

検査において、検査等を所管している５８課のうち検査を全く実施していない

所管課が４課、実施率が低い所管課が２課あったが、その他のものは、計画  

どおり実施していた。（６ページ 別表の⑥参照） 

  （４） 実施時期（周期・間隔等） 

      根拠法に実施周期が明記されている農業協同組合、水産業協同組合に対する

検査等において、国の実施状況に準じて法定周期とは異なる周期で実施してい

たが、その他のものは、実施要綱等により実施時期（周期・間隔等）を定め実

施していた。 

 

  ３ 検査等基準及び手法について 

  （１） 実施基準等の設定 

      検査等基準は、実施手順やチェック項目及び適否の判断基準等を定めた  

もので、２６件全てが、県の実施基準等を定めているか、または国の基準を  

活用し実施していた。 

（２） 検査等手法 

      チェックリストやマニュアル等を策定し、検査等の効率性、実効性や統一性

を図っていたものが大部分であった。 

  （３） 関係機関との連携 

      検査等を的確かつ効果的・効率的に実施するため国、市町村、警察や他部局

等の関係機関と連携し、検査等を実施しているものが２０件あった。 

（６ページ 別表の⑦参照） 

 

  ４ 検査等結果について 

  （１） 結果の公表 

      ホームページや業務年報、国・県の白書等で公表しているものが１４件   

あった。（６ページ 別表の⑧参照） 

なお、特例民法法人立入検査については、現在公表していないが、今後、   

公表について検討することとしている。 

  （２） 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法 

      ２６件全てが改善報告書等の提出を求め、再検査等あるいは次回の検査等に

おいて改善状況を確認している。 
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  （３） 平成２０年度の指摘事項等の状況 

      検査等の結果、指摘事項等が認められなかったものが１件、口頭により指導・

助言したものが４件、これらを除く検査等については、文書等の書面により  

指摘・改善指導等を実施していた。（６ページ 別表の⑨参照） 

 

  ５ 不適正事案への対応について 

    平成１８年度から平成２０年度の間に、マスコミ等で報道された県内で生じた 

不適正事案に係る検査等は１８件であり、その対応として、行政処分や補助金の  

減額、検査等の強化などを行ったほか、再発防止の観点から、検査等体制や実施  

要綱等の見直し、関係団体等への周知啓発・注意喚起、関係機関との連携の強化を

図るなどにより対応していた。（６ページ 別表の⑩参照） 
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1 学校法人検査指導 ○ 書面 ○

2 社会福祉法人の指導監査 ○ ○ ○ 書面 イ　オ

3 児童福祉行政指導監査 ○ ○ ○ 書面 ○ イ　オ

4 老人福祉施設・有料老人ホーム検査 ○ ○ 書面 ア　イ　オ

5
指定障害福祉サービス等事業者実地指
導・監査

○ ○ ○ 書面 ○ 　イ　オ

6 介護保険法に基づく指導監査 ○ ○ ○ 書面 ○ ア

7 医療機関の検査 ○ ○ ○ ○ 書面 ○

8
麻薬・向精神薬、覚せい剤、大麻関係立
入検査

○ ○ 書面 ○

9
薬局、医薬品販売業及び高度管理医療
機器販売業等に対する薬事監視

○ ○ 書面 ○ ア

10 毒物劇物監視 ○ ○ ○ 書面 ○ ア

11
医薬品等の製造業・製造販売業及び医
療機器修理業に対する薬事監視

○ ○ ○ 書面 ○

12 食品衛生施設の監視指導 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 書面 ○ ア

13
水質汚濁防止法に基づく特定事業場等
排水立入検査

○ ○ ○ 書面 ○ ア

14 浄化槽等立入検査 ○ ○ ○ 口頭 オ

15 浄化槽保守点検業者立入検査 ○ 無

16 産業廃棄物発生事業所立入検査 ○ ○ 書面 ○

17 一般廃棄物処理施設立入　検査 ○ ○ 書面

18 産業廃棄物処理施設等立入検査 ○ ○ ○ ○ ○ 書面 ○ エ

19 消費生活協同組合法に基づく検査 ○ ○ ○ 口頭 エ

20 農業協同組合法に基づく　検査 ○ ○ ○ 書面 ○ ア

21 水産業協同組合法に基づく検査 ○ 書面 ア

22 食品表示（ＪＡＳ法）立入　検査 ○ ○ ○ ○ 書面 ○ オ

23 土地改良区等検査 ○ 書面 ○

24 建設業者立入検査 ○ ○ ○ ○ ○ 口頭 ○ ウ

25 宅地建物取引業者に対する立入検査 ○ ○ ○ ○ 口頭 ウ

26 特例民法法人立入検査 ○ ○ ○ 書面 ○ ア　エ　オ

⑦
関
係
機
関
と
の
連
携
　
有

① 実施機関

②
資
格
の
必
要
性

③ 通報制度
④
実
施
要
綱
等
　
無

検　査　体　制

№ 検 査 等 名 称

別表　　検査等の状況及び意見の概要

⑧
監
査
結
果
の
公
表
　
有

⑨
指
摘
事
項
等
の
状
況

⑩
不
適
正
事
案
　
有

⑪
意
見
の
概
要

⑤
実
施
計
画
　
無

検査等計画
⑥
目
標
未
達
成

　エ 検査等を計画どおり実施する必要があるもの
  オ 関係機関と連携の強化を図る必要があるもの

※　意見の概要
　ア 検査等体制の充実強化を図るもの
　イ 検査等担当職員研修の充実を図る必要があるもの
　ウ 検査等の実施要綱等の整備を検討する必要があるもの

６



 ７ 

 

 

 第３ 検査等別の監査結果 

   各検査等別の監査結果及び実施状況は、次のとおりである。 

 

                                     （頁） 

   （1） 学校法人検査指導 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ８ 

   （2） 社会福祉法人の指導監査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

   （3） 児童福祉行政指導監査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２ 

（4） 老人福祉施設・有料老人ホーム検査 ・・・・・・・・・・・・・ １４ 

   （5） 指定障害福祉サービス等事業者実地指導・監査 ・・・・・・・・ １６ 

（6） 介護保険法に基づく指導監査 ・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

（7） 医療機関の検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２０ 

（8） 麻薬・向精神薬、覚せい剤、大麻関係立入検査 ・・・・・・・・ ２２ 

（9） 薬局、医薬品販売業及び高度管理医療機器販売業等に対する薬事監視 

            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２４ 

（10） 毒物劇物監視 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

（11） 医薬品等の製造業・製造販売業及び医療機器修理業に対する薬事監視 

            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８ 

（12） 食品衛生施設の監視指導 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３０ 

（13） 水質汚濁防止法に基づく特定事業場等排水立入検査 ・・・・・・ ３２ 

（14） 浄化槽等立入検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３４ 

（15） 浄化槽保守点検業者立入検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ３６ 

（16） 産業廃棄物発生事業所立入検査 ・・・・・・・・・・・・・・・ ３８ 

（17） 一般廃棄物処理施設立入検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ４０ 

（18） 産業廃棄物処理施設等立入検査 ・・・・・・・・・・・・・・・ ４２ 

（19） 消費生活協同組合法に基づく検査 ・・・・・・・・・・・・・・ ４４ 

（20） 農業協同組合法に基づく検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・ ４６ 

   （21） 水産業協同組合法に基づく検査 ・・・・・・・・・・・・・・・ ４８ 

   （22） 食品表示（ＪＡＳ法）立入検査 ・・・・・・・・・・・・・・・ ５０ 

   （23） 土地改良区等検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５２ 

   （24） 建設業者立入検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５４ 

   （25） 宅地建物取引業者に対する立入検査 ・・・・・・・・・・・・・ ５６ 

   （26） 特例民法法人立入検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５８ 

 



 8

（１） 

検査・監査等名称 学校法人検査指導 

根 拠 法 令 等 私立学校振興助成法第１２条第１号 

目的及び内容 
千葉県私立学校経常費補助金の交付を受け，または同補助金の交付を受け

ようとする学校法人に対し，補助金の交付目的の達成を図るため，各学校

法人における業務運営及び会計処理の状況について検査指導を行う。 
対 象 先 学校法人 
対象団体等数 ３９４法人 

検査・監査数 

８３法人   
 内訳  定例検査   ７０法人   
      特別検査    ８法人 
      事後確認検査  ５法人 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 総務部学事課 

体 制 

１ 体制及び人数    
学事課企画宗務室指導検査グループ４名及び私学振興室９名計１３名

（他業務と兼務） 
２ 実施する職員数 
実地検査は、指導検査グループ１名と私学振興室の担当者１名の計２名

で実施している。 
３ 実施職員に対する研修 
  国主催の研修への参加や職場内研修を実施している。 

計    画 
 

１ 実施要綱等の制定 
学校法人検査指導実施要綱（以下「実施要綱」という。）及び「実施要綱

細則」を制定している。 
２ 実施計画の作成 
  毎年５月に作成している。 
３ 計画に対する実施状況  
  ・計画数  ７８法人 
  ・実施数  ７８法人 （実施率１００％）    
４ 実施時期  （実施要綱細則で定めている） 
・定例検査 
経常経費補助金の交付を受けている学校法人に対し、４年ないし

６年に１回実施する。 
・特別検査 
新設法人や 学校運営等に問題が認められる法人に対し随時実施
する。 
・事後確認検査 
定例検査、特別検査において、その改善状況を確認する必要がある

法人等に対し、定例検査等を実施した翌年度等に実施する。 

検 

査 

・ 

監 

査 
等 

の 

状 

況 

基準及び手法 

１ 実施基準等の設定 
実施要綱及び実施要綱細則に基づき実施している。 

２ 定例検査における監査指導の手法 
・自己診断方式による書類検査と職員による実地検査を行う。 
・実地検査における検査対象は、原則当該年度分と前年度分である。  
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結 果 

１ 実施結果通知方法 
  文書で通知する。 
２ 結果の公表 
公表していない。 

３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法 
文書通知により指摘をした事項について、改善後に文書で報告を受け、

現地確認が必要と認めた場合は特別検査又は事後確認を実施している。 
４ 指摘事項等の状況 
  法人の管理運営、学校の管理運営及び財務の管理運営に関し３２８件の

指摘等を行った。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 

況 

不 適 正 事 案 
へ の 対 応 

 平成１９年度において、１法人で不適正な簿外資産会計が確認されたこと

から、適正な処理に修正するよう指導を行うとともに、経常費補助金の減額

を行った。 
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（２） 

検査・監査等名称 社会福祉法人の指導監査 

根 拠 法 令 等 社会福祉法第５６条 

目的及び内容 法人の運営、事業経営について指導監査等を行うことにより社会福祉事業

の適正かつ円滑な運営の確保を図る。 
対 象 先 社会福祉法人 
対象団体等数 ４１７法人 
検査・監査数 ３１６法人 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 健康福祉部健康福祉指導課 

体 制 

１ 体制及び人数 
・健康福祉センター（習志野、松戸、印旛、山武、君津）の監査指導課

５６名（うち５名嘱託） 
・健康福祉指導課調整指導室１名（他業務と兼務） 

２ 実施する職員数 
 実地指導監査は、健康福祉センターの職員２名以上で実施している。 
３ 実施職員に対する研修 
  健康福祉センターの指導監査を担当する職員を対象に、各分野（児童、

老人、障害者施設等）の専門研修等を約１１日間で実施している。 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
  「社会福祉法人及び社会福祉施設指導監査要綱」を制定している。 
２ 実施計画の作成 
  各健康福祉センターにおいて作成している。  
３ 計画に対する実施状況 
・計画数  ３２２法人 
・実施数  ３１６法人（実施率９８．１％） 

４ 実施時期   
指導監査 
１年ないし４年に１回実施する。 
特別監査 
運営等において重大な問題がある法人等に対し、随時実施する。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 
況 

基準及び手法 

１ 実施基準等の設定 
「社会福祉法人指導監査基準」を定めている。 

２ 手法 
対象法人から「社会福祉法人等指導監査調書」の提出を求め、それに

基づき実地で指導監査を行う。 
３ 関係機関との連携 
  各健康福祉センター指導監査担当と関係する各主務課の職員による会議

の開催 
・監査指導課長会議（年４回開催） 
・監査業務担当者連絡調整会議（月１回開催） 
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検

査

・

監

査

等

の

状

況 

結 果 

１ 実施結果通知方法 
  指導監査の結果、是正又は改善を要する事項は文書で通知する。  
２ 結果の公表 
  公表していない。 
３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法 
文書による指摘事項については、通知後１月以内に改善状況報告を求め

るほか、必要に応じて現地確認を行う。 
４ 指摘事項等の状況 
組織運営（定款変更や役員構成等）や経理事務（事務処理の不備や規程

の不備等）等に関する事項について４００件の文書による指摘を行った。  

 

意 
 

見 

 社会福祉法人の指導監査をはじめ次ページ以降の（３）（４）（５）（６）の業務については、

主に健康福祉センターの職員が行っていることから、健康福祉指導課が研修や主務課間との調整

等について所掌しているところである。 

 

１ 現在の研修は、述べ１１日間行っているが、その内容はそれぞれの所管課の担当者が指導

監査の概要や実施要綱等の説明を行うことが主であることから、担当職員の実務上のスキル

アップに向けた研修を取り入れるなど充実を図る必要がある。 

２ 毎月開催している監査業務担当者連絡調整会議は、会議内容が恒常化している傾向にあるた

め、定例的な会議に留まらず、事例研究や積極的な意見交換の場として活用できるよう開催

時期や会議内容等を見直すべきである。 

３ 主務課間の情報交換が十分に行われていないことから、指導監査に当たっての実施計画、実

施結果及び課題などについて、話し合う場を設けるべきである。 
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（３） 

検査・監査等名称 児童福祉行政（保育所、認可外保育所）指導監査 

根 拠 法 令 等 児童福祉法第４６条第１項、第５９条第１項 
児童福祉法施行令第３８条、児童福祉法施行規則第４９条 

目的及び内容 
児童福祉施設（保育所、認可外保育施設）に対する支弁費等の事務処理や

施設設備が児童福祉施設最低基準等を上回る環境の下運営されているかを

個々に確認し、児童福祉行政の適正かつ円滑なる実施を確保する。 
対 象 先 保育所、認可外保育施設（指定都市・中核市除く） 
対象団体等数 保育所：５３７、認可外保育施設：１４５   計６８２施設 
検査・監査数 保育所：５３５、認可外保育施設：１３８   計６７３施設 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 健康福祉部児童家庭課 

体 制 

１ 体制及び人数等 
・健康福祉センター（習志野、松戸、印旛、山武、君津）の監査指導課

５６名（うち５名嘱託） 
・児童家庭課少子化対策室４名（他業務と兼務） 

２ 実施する職員数 
実地指導監査は、２～３名で実施している。 

３ 実施職員に対する研修 
  健康福祉センターの指導監査を担当する職員を対象に、各分野（児童、

老人、障害者施設等）の専門研修等を約１１日間で実施している。 

 
 
 

計 画 
 
 
 
 

１ 実施要綱等の制定 
  「児童福祉行政（保育所）指導監査実施要領」、「認可外保育施設指導

監査実施要綱」及び「認可外保育施設立入調査実施要領」を制定している。

２ 実施計画の作成  
  各健康福祉センターにおいて作成する。 
３ 計画に対する実施状況 
  ・計画数     ６８２施設 
  ・実施数     ６７３施設（実施率９８．７％） 
    実地監査   ３８８施設 
    書面監査   １４７施設  
   ※監査を実施しない９施設は、休業や廃止施設である。 
４ 実施時期   
認可保育所及び認可外保育所とも年１回以上実施する。 

検 

査 

・ 

監 
査 
等 

の 

状 

況 

基準及び手法 

１ 実施基準等の設定 
「児童福祉行政（保育所）指導監査実施要領」、「認可外保育施設指導

監査実施要綱」及び「認可外保育施設立入調査実施要領」に基づき実施

している。 
２ 手法 
・一般指導監査 
原則、実地監査であるが、前回の指導監査において、指摘事項等が

なく、良好と認められる保育所については、書面監査を実施する。 
・特別指導監査 
   改善が図られない場合や通報等により緊急を要する場合に、児童

家庭課と健康福祉センターの合同で実施する。 
・認可外保育施設への立入調査 
当該施設の所在市町村と連携のうえ、保育従事者数や施設整備等に

ついて調査を実施する。 
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基準及び手法 ３ 関係機関との連携 
  消防署、保健所から防災設備、保健衛生に関する助言等を得ている。 

結    果 

１ 実施結果通知方法 
指導監査終了後、講評及び必要な助言等を行うとともに、指摘事項は

後日文書で通知する。 
２ 結果の公表 
  ・「事業停止命令」、「施設閉鎖命令」などにより行政処分をした施設 
  ・指導監査基準を満たしている認可外保育施設 
  について、県のホームページでその旨を表示している。 
３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法 
文書による指摘事項については、期日を付し改善状況報告を求めるほか、

特に重要事項と判断される場合については、現地へ立入り直接確認を行う。

４ 指摘事項等の状況 
・認可保育所 
施設の運営管理体制に関する事項等１３５施設に対し、３２７項目

について文書による改善指導を行った。 
・認可外保育所 
施設の運営管理体制に関する事項等６４施設に対し、２２９項目に

ついて文書による改善指導を行った。 
※ 無認可保育所は、平成１９年１０月から平成２０年９月末まで

の検査結果である。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 

況 

不 適 正 事 案 
へ の 対 応 

 

平成１９年度に認可保育所で、保護者からの通報により、立入調査を

行った結果、施設、職員配置、補助金の使途等で不適正な事案が確認された

ことから改善勧告を行い改善計画を提出させ、確認検査等を実施した。 
なお、現在、施設設備の改善を進めているところである。 
 平成２１年度の一般指導監査の結果では、更なる改善の意向が見受けられ

るため、次年度早期に現況確認調査を実施する予定である。 
 

意 

見 
 保育所の指導監査等は、主に健康福祉センターの職員が行っているが、さらに実効性のある

指導監査等を行うため、担当者のスキルアップに向けた研修を充実させるとともに、関係機関と

の連携の強化や情報の共有化をより一層図る必要がある。 

※ 認可外保育所 児童の保育を目的とする施設で、児童福祉法に定める認可を受けていない施設。 
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（４） 

検査・監査等名称 老人福祉施設指導監査・有料老人ホーム立入検査 

根 拠 法 令 等 老人福祉法第１８条第２項、第２９条第７項、社会福祉法第５６条、第７０条  

目的及び内容 
老人福祉施設等の適正かつ施設運営の確保を図るため、必要と認める事項

の報告を求め、又はその施設に立入り、設備、帳簿書類等の検査を実施する。

対 象 先 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム 

対象団体等数 特別養護老人ホーム：１４９、養護老人ホーム：１８、 
軽費老人ホーム：６６、有料老人ホーム：１６４、  計３９７施設 

検査・監査数 指導監査：２６２施設   苦情等による立入検査：３２法人・施設    
計２９４法人・施設 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 健康福祉部高齢者福祉課 

体 制 

１ 体制及び人数等 
・健康福祉センター（習志野、松戸、印旛、山武、君津）の監査指導課

５６名（うち５名嘱託）   
・高齢者福祉課施設福祉推進室１３名（他業務と兼務） 

２ 実施する職員数 
・実地指導監査は、健康福祉センターの職員２～３名で実施している。 
・苦情・通報より必要に応じて立入検査を行う場合は、高齢者福祉課が

２名以上で実施する。  
３ 実施職員に対する研修 
  健康福祉センターの指導監査を担当する職員を対象に、各分野（児童、

老人、障害者施設等）の専門研修等を約１１日間で実施している。 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
  「社会福祉法人及び社会福祉施設指導監査要綱・有料老人ホーム立入

検査要綱」を制定している。 
２ 実施計画の作成 
  各健康福祉センターにおいて作成している。 
３ 計画に対する実施状況 
  ・計画数   ２６２施設 
  ・実施数   ２６２施設（実施率１００％） 
４ 実施時期 
  老人福祉施設は１年に１回実施し、有料老人ホームは２年又は３年に

１回実施する。 

検 

査 

・ 

監 

査 
等 

の 

状 

況 

基準及び手法 

１ 実施基準等の設定 
  「社会福祉法人等指導監査実施基準」で定めている。 
２ 手法 
健康福祉センター 
指導監査は実地で行う。 

  高齢者福祉課 
・特別監査 
指導監査等で問題があった場合などに、健康福祉センターと合同で

実施する。 
・指導監査 
指摘事項等における改善の確認や苦情・通報があった事案で必要性

が高い場合に、健康福祉センターと合同で実施する。 
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基準及び手法 

・立入検査 
苦情・通報を受け、入所者処遇や施設運営に懸念があり、早急に

状況確認の必要性がある場合に随時実施する。 
・巡回指導 
苦情・通報及び過去の指導経過から、入所者処遇や施設運営等に

おいて懸念があり必要性が高い場合に随時実施する。 
検

査

・

監

査

等

の

状

況 

結 果 

１ 実施結果通知方法 
 改善事項等における重要案件については文書通知し、その他は口頭指導

している。 
２ 結果の公表 
  公表していない。 
３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法 
  重要案件については、改善報告書の徴収、その後現地確認等を行う。 
４ 指摘事項等の状況 
  指導監査では、組織運営に関することや会計事務に関することなど

５４件の指摘を行った。 
  また、立入検査では、法人の運営に関すること２件の指摘を行った。 

 

意 
 

見 

 老人福祉施設の指導監査等は、主に健康福祉センターの職員が行っているが、さらに実効性の

ある指導監査等を行うため、担当者のスキルアップに向けた研修を充実させるとともに、関係

機関との連携の強化や情報の共有化をより一層図る必要がある。 

 また、入所者に係る介護（身体拘束禁止等）や医療行為に関し、より具体的な指導などが現場

で求められていることから、看護師等の専門職員の配置など指導監査体制の充実が望まれる。 
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（５） 

検査・監査等名称 指定障害福祉サービス等事業者実地指導・監査 

根 拠 法 令 等 障害者自立支援法第１１条第２項、第４８条 

目的及び内容 各指定障害福祉サービス等の質の確保並びに自立支援給付費等の適正化

及び利用者の福祉向上を図る。 
対 象 先 障害者自立支援法第５条に規定する事業を実施する事業所 

対象団体等数 
障害福祉サービス  １，８０１事業所 
障害児施設        ３７事業所 
   計       １，８３８事業所 

検査・監査数 
指導監査   ５２１事業所 
監査      １５事業所   
計     ５３６事業所  

概 
 
 

要 

所 管 部 課 健康福祉部障害福祉課 

体 制 

１ 体制及び人数等 
・健康福祉センター（習志野、松戸、印旛、山武、君津）の監査指導課

５６名（うち５名嘱託）   
・障害福祉課地域生活支援室及び施設福祉推進室１２名（他業務と兼務）

２ 実施する職員数 
  ・実地指導 

実地指導は、健康福祉センターの職員２名以上で実施している。 
  ・監査 

苦情・通報により必要に応じて立入検査（監査）を行う場合は、障害

福祉課が２名以上で実施している。  
３ 実施職員に対する研修 
  健康福祉センターの指導監査を担当する職員を対象に、各分野（児童、

老人、障害者施設等）の専門研修等を約１１日間で実施している。 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
  「指定障害福祉サービス事業者等指導要領」及び「指定障害福祉サービ

ス事業者等監査要領」を制定している。 
２ 実施計画の作成   
  各健康福祉センターにおいて作成している。  
３ 計画に対する実施状況 
  ・計画数   ５５９事業所 
・実施数   ５２１事業所（実施率９３．２％） 

４ 実施時期 
  実地指導は原則３年に１回実施する。 

検 

査 

・ 

監 

査 
等 

の 

状 

況 

基準及び手法 

１ 実施基準等の設定 
  「指定障害福祉サービス事業者等指導要領」及び「指定障害福祉サービ

ス事業者等監査要領」に基づき実施している。 
２ 手法 
 ・健康福祉センター 

指導監査は実地で行う。 
 ・障害福祉課 

苦情・通報等があった場合立入検査を実施する。 
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結 果 

１ 実施結果通知方法 
 実施結果は全て文書で通知する。 
２ 結果の公表 
  原則、公表していないが、勧告に従わなかった場合や指定取消しなどの

行政措置については公表する。 
３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法 
  勧告等を行なった事業所については、改善報告書を求め、その後、必要

に応じて実地検査等を行う。 
４ 指摘事項等の状況 
・実地指導 
人員に関する基準の遵守、運営規程の見直し等２２９件の指摘を

行った。 
  ・監査 

人員基準違反２件の勧告と設備基準及び運営基準に関する違反３件

の指摘を行った。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 

況 

不 適 正 事 案 
へ の 対 応 

 平成１９年度に１法人（３事業所）において、人員基準違反（常勤である

べき者が非常勤であった）が確認されたため、同年８月に改善勧告を行った。

 その後、改善報告書が提出されるとともに、給付金の一部返還となった。 

 

意 

見 

 障害福祉サービス等の指導監査事務は、主に健康福祉センターの職員が行っているが、さらに

実効性のある指導監査等を行うため、担当者のスキルアップに向けた研修を充実させるととも

に、関係機関との連携の強化や情報の共有化をより一層図る必要がある。 
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（６） 

検査・監査等名称 介護保険法に基づく指導監査 

根 拠 法 令 等 介護保険法第２４条、第７６条第１項、第８３条第 1項、第９０条第 1項、
第１１５条の７第 1項 

目的及び内容 
介護給付費等対象サービスの内容及び介護給付等に係る費用の請求に関する

調査を行うことにより、介護給付対象サービスの質の確保及び保険給付の

適正化を図ることを目的とする。 
対 象 先 介護保険指定事業者 

対象団体等数 

介護保険指定事業者 
 営利法人以外の法人（指導） ３，９６３事業所 
営利法人（監査）      ４，７３８事業所 
    計         ８，７０１事業所 

検査・監査数 

営利法人以外の法人の指導   ９５２事業所 
営利法人の監査      １，０３１事業所（うち書面監査４１０事業所）

苦情等の通報による監査    １９５事業所 
計       ２，１７８事業所 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 健康福祉部保険指導課 

体 制 

１ 体制及び人数等 
・保険指導課介護保険室９名（他業務と兼務） 
・健康福祉センター（習志野、松戸、印旛、山武、君津）の監査指導課

５６名（うち５名嘱託） 
２ 実施する職員数 
職員２名以上で実施している。 
・保険指導課 
営利法人の監査及び通報による監査を健康福祉センターと共同で

実施する。 
・健康福祉センター 
   営利法人以外の指導監査と営利法人の監査（保険指導課と共同）を

実施する。 
３ 実施職員に対する研修 
 健康福祉センターの指導監査を担当する職員を対象に、各分野（児童、

老人、障害者施設等）の専門研修等を約１１日間で実施している。 

検 

査 

・ 
監 

査 

等 

の 

状 

況 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
  「介護保険施設等指導要綱」及び「介護保険施設等監査要綱」を制定

している。 
２ 実施計画の作成  
営利法人の監査計画は、保険指導課で作成し、営利法人以外の指導監査

は、各健康福祉センターで作成する。 
３ 計画に対する実施状況 
・計画数   １，９８３事業所 
・実施数   １，９８３事業所（実施率１００％） 

４ 実施時期   
  営利法人の監査は、国からの通知により平成２０年度から２４年度まで

の５年間に全事業所１回の監査を実施することとされている。 
営利法人以外の指導監査は、４年に１回実施する。 
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基準及び手法 

１ 実施基準等の設定 
「介護保険施設等指導要綱」及び「介護保険施設等監査要綱」に基づき

実施している。 
２ 手法 
指導監査は、「実地指導マニュアル」に基づき書類等の確認を面談で行う。

営利法人の監査は、国からの通知により書面でも可とされている。 
３ 関係機関との連携 
  市町村、部内他課と連携している。 

結    果 

１ 実施結果通知方法 
  勧告や改善を要すると認められる場合は書面で通知している。 
２ 結果の公表 
  許可の取消し等の行政処分については、報道発表し県のホームページで

公表する。その他については、公表していない。 
３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法 
軽微な改善指導事案は、期限を定め改善報告書の提出を求め、必要に応じ

て現地へ立入り、改善状況を確認する。 
重大な改善指導事案は、改善計画書を提出させ、期限を付して改善報告書

の提出を求め、必要に応じて提出後現地へ立入り改善状況を確認する。 
４ 指摘事項等の状況 
  主な指摘事項は、人員基準や運営基準に関するもの、介護報酬の不正請求

等である。 

検 
 

査 
 

・ 
 

監 
 

査 
 

等 
 

の 
 

状 
 

況 

不 適 正 事 案 
へ の 対 応 

平成１８年度から平成２０年度までの３年間に、７事業者に対しし指定取消

又は指定の効力の一部停止の行政処分を行った。 
主な処分理由は、介護報酬の不正請求、人員基準違反、虚偽の訪問介護記録

や検査への虚偽報告などである。 
平成１９年度に大手訪問介護事業者において、人員等の基準違反が本社を

含め組織的に行われていたことなどを受け、平成２０年度から平成２４年度

までの５年間で、営利法人が運営する介護事業所全ての監査を実施することと

なった。 
 

意 

見 

平成２０年度から平成２４年度までの５年間で、介護保険サービスを行う全ての営利法人に

対し、監査を実施することとされているが、半数は書面監査で行われている。また、介護保険サー

ビス事業者は数が多く、さらに苦情等の通報が年間２００件近くある。このため、監査体制の見直

しを行いより効果的、効率的な指導・監査を実施すべきである。 
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（７） 

検査・監査等名称 医療機関の検査 

根 拠 法 令 等 医療法第２５条等 

目的及び内容 
医療機関を科学的かつ適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを

目的に、医療機関が法令に基づく人員、構造設備を有し、かつ適正な管理を

行っているか検査する。 
対 象 先 病院、診療所等 

対象団体等数 病院：２４１、有床診療所：２１２（うち療養病床を有するもの：２０）、
助産所：８    計４６１機関 

検査・監査数 病院：２３７、有床診療所：３５（うち療養病床を有するもの：１１）、 
助産所：１  計２７３機関 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 健康福祉部医療整備課 

体 制 

１ 体制及び人数等 
・医療整備課管理指導室３名（他業務と兼務） 
・立入検査は医療機関の種別及び規模により、各健康福祉センターの

医療監視員１０名程度で班を編成し実施する。 
２ 実施職員の資格の必要性等 
医療法により知事が任命した医療監視員（所属長、次長等のほか医師、

看護師、薬剤師などの専門職員により構成）が実施する。 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
「千葉県医療機関立入検査実施要綱」を制定している。 

２ 実施計画の策定 
  各健康福祉センターにおいて作成している。  
３ 計画に対する実施状況 
  ・計画数    ２７３機関 
・実施数    ２７３機関（実施率１００％） 

４ 実施時期 
１年ないし５年に１回実施する。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 
の 

状 

況 

基準及び手法 
 

１ 実施基準等の設定 
「千葉県医療機関立入検査実施要綱」に基づき実施している。 

２ 手法 
・毎年度「医療機関等立入検査の留意事項」を作成し、検査項目や実施

方法のほか、重点項目を定めて実施する。 
・医療監視員（１０名程度）が、各部門に分かれて、それぞれ病院等の

部門責任者同行のもと一斉かつ迅速に実施する。 
・医療従事者の資格の確認など、確認書類が多いことから、事前に関係

書類の確認が可能なものについては事前審査を行うよう改善し実施して

いる。 
３ 関係機関との連携 
  特定機能病院については、厚生労働省関東信越厚生局、千葉市と合同で

検査を実施する。 
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結 果 

１ 実施結果通知方法 
立入検査終了後、結果の講評を行うとともに、改善指導等について文書

で通知する。 
２ 結果の公表 
国が立入検査結果をとりまとめ、施設数や適合率等を公表している。 

３ 指導等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の報告 
改善指導等は、改善状況の報告書の提出を求めるとともに現地確認を

実施する。 
４ 指摘事項等の状況 
医師の人数や医療法許可事項の変更に関する事項などについて９７件の 
改善指導を実施した。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 

況 不 適 正 事 案 
へ の 対 応 

平成２０年度において２件の不適正事案があった。 
・無資格者による医療行為 
・准看護師による医師の指示を受けない医療行為 

 この事案を受け、医療機関等への再発防止の徹底に関する通知や、立入検

査における医療従事者の資格確認において、免許証の原本（以前はコピー可）

または謄本のいずれかで確認するよう徹底を図った。 
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（８） 

検査・監査等名称 麻薬、向精神薬、覚せい剤、大麻関係立入検査 

根 拠 法 令 等 麻薬及び向精神薬取締法第５０条の３８、覚せい剤取締法第３２条、 
大麻取締法第２１条 

目的及び内容 麻薬等の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、帳簿その他の物件

の検査を実施する。 
対 象 先 病院、診療所、薬局、研究施設等 

対象団体等数 

病院・診療所  １７，６８５施設（うち麻薬施設 １，９２０施設） 
薬局・卸等    ６，５９４施設（うち麻薬施設 １，２８８施設） 
研究施設等      ３４０施設（うち麻薬施設   １９２施設） 
計     ２４，６１９施設（うち麻薬施設 ３，４００施設） 

検査・監査数 

病院・診療所   １，１９７施設（うち麻薬施設   ３９４施設） 
薬局・卸等    ２，１９５施設（うち麻薬施設   ４３６施設） 
研究施設等      ２２４施設（うち麻薬施設   １６０施設） 
計      ３，６１６施設（うち麻薬施設   ９９０施設） 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 健康福祉部薬務課 

体 制 

１ 体制及び人数等 
・薬務課企画指導室（千葉市、船橋市、柏市管轄）３名（他業務と兼務）

・各健康福祉センター総務企画課各１名但し松戸は２名（他業務と兼務）

・各健康福祉センター地域保健センター各１名（他業務と兼務） 
２ 実施職員の資格の必要性 
立入検査は、薬剤師等の資格を有する監視員が実施している。 

３ 実施する職員数 
  立入検査は監視員２名で実施している。ただし、医療監視、薬事監視時

に実施する場合は１名で実施している。 
 各センターに配属されている監視員は、１名であり対象施設の増加等に

より、対応が困難な状況にある。 
４ 実施職員に対する研修 
  毎年度当初に職場内研修の薬事担当者新任職員研修、薬事行政事務職員

研修を実施している。 
５ 通報制度の設置 
専用通報窓口ではないが、各健康福祉センターは、２４時間苦情に

対する体制をとっている。 

検 

査 

・ 

監 

査 
等 

の 

状 

況 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
 毎年度、麻薬等立入検査の基本方針を策定している。 
２ 実施計画の作成 
毎年、基本方針に基づき策定する年間立入計画に基づき月毎の計画を

作成し実施する。 
３ 計画に対する実施状況（麻薬、大麻のみ計画作成） 
  ・計画数 １，２２７施設 
・実施数   ９９０施設（実施率８０．７％） 
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計 画 

４ 実施時期（周期・間隔等） 
麻薬、大麻については、おおむね３年に１回実施する。 
向精神薬、覚せい剤を取り扱う病院、薬局、医薬品卸売業者等への立入

りについては、保健所設置市（政令市及び中核市）以外の施設は、健康

福祉センターで実施する医療監視時、薬事監視時に併せて実施する。 

基準及び手法 

１ 実施基準等の設定 
  検査等基準、処分基準は、国の通知に基づき実施している。 
２ 手法 
原則、無通告で行うが、麻薬の検査については、麻薬の管理者の同席を

求めるため、事前に通知している。 
薬局、病院等は、麻薬及び向精神薬取締法、覚せい剤取締法、大麻取締

法の規定による検査のほか、他の法令による検査等もあるため、１施設に

対し複数の検査等を実施する。 

結 果 

１ 実施結果通知方法 
現地で口頭で行うが、特別な事項がある場合には、文書で通知する。 

２ 結果の公表 
検査の結果は、毎年発行する「薬務行政概要」に掲載している。 

３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法 
改善報告書を求め、現地確認を行う。なお、軽微な改善については、

次回の検査で確認している。 
４ 指摘事項等の状況 
  違反件数 ３２件 （管理保管、帳簿に関する違反 ほか） 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 

況 

不 適 正 事 案 
へ の 対 応 

平成２０年において、訓練に使用する大麻樹脂を紛失した事案があり、

麻薬等研究施設に対し、重点的に立入検査を実施した。 
紛失した大麻樹脂は、追跡調査した結果、発見された。 
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（９） 

検査・監査等名称 薬局、医薬品販売業及び高度管理医療機器販売業等に対する薬事監視 

根 拠 法 令 等 薬事法第６９条 

目的及び内容 医薬品等の品質、有効性及び安全性を確保するために、薬局、医薬品販売

業等に対して監視指導を行う。 
対 象 先 薬局、医薬品販売業及び高度管理医療機器販売業等の業者 

対象団体等数 

１７，８１３施設（施設把握） 
内訳  薬局：２，０５１、一般販売業：６７１、薬種商販売業：１２６、

特例販売業：１２７、医療機器販売業等：１３，５１４、 
薬局製剤製造業等：１，３２４ 

検査・監査数 

４，８０８施設（施設把握） 
 内訳  薬局：８８８、一般販売業：３００、薬種商販売業：５４、 

特例販売業：２２、医療機器販売業等：３，１０９、 
薬局製剤製造業等：４３５ 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 健康福祉部薬務課 

体 制 

１ 体制及び人数等 
・薬務課薬事審査指導室（千葉市、船橋市管轄）１名（他業務と兼務） 
・各健康福祉センター総務企画課各１名但し松戸は２名（他業務と兼務）

・各健康福祉センター地域保健センター各 1名（他業務と兼務） 
（柏市管轄は、平成２０年度柏市へ権限を移譲） 

２ 実施職員の資格の必要性 
  薬事監視は、薬剤師の資格を有する薬事監視員が実施している。 
３ 実施する職員数 
  監視は薬事監視員１名で実施している。 
４ 実施職員に対する研修 
  毎年度当初に職場内研修の薬事担当者新任職員研修、薬事行政事務職員

研修を実施している。 
５ 通報制度の設置 
専用通報窓口ではないが、各健康福祉センターは、２４時間苦情に

対する体制をとっている。 

検 

査 

・ 

監 
査 

等 

の 

状 

況 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
「千葉県薬事監視指導要領」（以下「薬事監視指導要領」という。）を

制定している。 
２ 実施計画の作成 
薬事監視指導要領に基づき、重点目標等を定めた「千葉県薬事・毒物

劇物監視指導事業計画」を作成し、薬務課、各センターは監視対象の実態、

違反の動向、地域の実情等を勘案し年間・月間監視計画を策定する。 
（計画件数を定め実施する施設は、薬局、一般販売業、薬種商販売業、

特例販売業であり、その他の医療機器販売業、薬局製剤製造業等は薬局、

販売業と併せて行っている。） 
３ 計画に対する実施状況 
  ・計画数   ９９２施設 
・実施数 １，２６４施設（実施率１２７．４％） 
他に、計画薬事監視の外に医療機器販売業、薬局製剤製造業等の

３，５４４施設に対する薬事監視も併せて実施した。 
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計 画 

薬事監視施設は、増加する傾向にあり、管内ごとの監視実施状況に差が

発生し、計画に満たないセンターが４箇所で見受けられ、４０％に満た

ないセンターも確認された。 
４ 実施時期（周期・間隔等） 
３年に１回を目標として実施する。 

基準及び手法 

１ 実施基準等の設定 
国の基準及び薬事監視指導要領に基づき実施している。 

２ 手法 
薬事監視員（１名）が現地へ赴き実施し、原則、抜き打ちで行う。 

結 果 

１ 実施結果通知方法 
検査時にその場で、書面にて交付する。 

２ 結果の公表 
検査の結果は、毎年発行する「薬務行政概要」に掲載している。 

３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法 
改善報告書の提出を求め、再度、検査等を行い確認する。なお、軽微な

ものについては、次回の監視時に確認している。 
４ 指摘事項等の状況 
  管理者の義務違反等２８０件の違反があった。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 

況 

不 適 正 事 案 
へ の 対 応 

 

平成１７年度において、調剤過誤により患者に重篤な健康被害を負わせ、

また、劇薬と他の医薬品を区別して貯蔵・陳列していなかった事案が発生

した。これらは、薬事法違反のため管理者の変更命令を行った。 
 同様の事案が発生しないよう調査・検査時に医薬品管理方法のチェックの

強化を図った。 

 

意 
 

見 

監視対象数が、各健康福祉センターにより大きな違いがあるにもかかわらず、薬事監視員は

各１名であることから、管内別の監視頻度に大幅な差が生じている状況にある。 

監視の公平性を保つため、監視頻度ができるだけ均一になるよう体制を強化し、より一層の

薬事監視の充実に努める必要がある。 
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（１０） 

検査・監査等名称 毒物劇物監視 

根 拠 法 令 等 毒物及び劇物取締法第１７条 

目的及び内容 
毒物劇物による県民への健康被害の発生、拡大を防ぐため、毒物劇物製造

業者等に対する監視を実施し、事故等による危被害発生防止のための指導を

行う。 
対 象 先 毒物劇物製造業者、輸入業者、販売業者、特定毒物研究者、業務上取扱者等 
対象団体等数 ２，０３７業者 
検査・監査数 ７８３業者 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 健康福祉部薬務課 

体 制 

１ 体制及び人数等 
 ・薬務課薬事審査指導室（千葉市、船橋市、柏市管轄）1名 

（他業務と兼務）

・各健康福祉センター総務企画課各 1名但し松戸は 2名（他業務と兼務）
・各健康福祉センター地域保健センター各 1名（他業務と兼務） 

２ 実施職員の資格の必要性 
  薬事監視は、薬剤師の資格を有する薬事監視員が実施している。 
３ 実施する職員数 
  監視は薬事監視員が 1名で実施している。 
４ 実施職員に対する研修 
  毎年度当初に職場内研修で薬事担当者新任職員研修、薬事行政事務職員

研修を実施している。 
５ 通報制度の設置 
専用通報窓口ではないが、各健康福祉センターは、２４時間苦情に

対する体制をとっている。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 
状 

況 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
「千葉県毒物劇物監視指導要領」（以下「監視指導要領」という。）を

制定している。 
２ 実施計画の作成 
監視指導要領に基づき重点目標等を定めた「千葉県薬事・毒物劇物監視

指導事業計画」を作成し、薬務課、各センターは監視対象の実態、違反の

動向、地域の実情等を勘案し年間・月間監視計画を策定している。 
３ 計画に対する実施状況 
  ・計画数  ６７９施設 
・実施数  ７１８施設（実施率１０５．７％） 
他に、計画毒物劇物監視の外に届出不要の業務上取扱者の６５施設の

監視も実施した。 
なお、計画を定めた施設数に対する監視状況については、各センター間

に差が生じており、計画に満たないセンターが５箇所で見受けられ、４０％

に満たないセンターも確認された。 
４ 実施時期（周期・間隔等） 
３年に１回を目標として実施する。 
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基準及び手法 

１ 実施基準等の設定 
  監視指導要領に基づき実施している。 
２ 手法 
薬事監視員（１名）が現地へ赴き実施し、原則、抜き打ちで行う。 

３ 関係機関等との連携 
農薬による事故等を極力防止するため、農林水産部と健康福祉部が一体

となり、関係団体と連携し、毎年「千葉県農薬危害防止運動」を実施して

いる。（6月中旬から７月中旬までの１ヶ月間） 
また、盗難・紛失の場合は、警察署等と連携し、危害の発生防止に努め

ている。 

結 果 

１ 実施結果通知方法 
検査時にその場で、書面にて交付する。 

２ 結果の公表 
検査の結果は、毎年発行する「薬務行政概要」に掲載している。 

３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法 
改善指導は、口頭指導又は改善報告書の提出を求め、再度、検査等を

行い確認する。 
なお、軽微なものについては、次回の検査時に確認している。 

４ 指摘事項等の状況 
  貯蔵陳列場所に関する違反等１０１件の違反があった。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 

況 

不 適 正 事 案 
へ の 対 応 

 

 平成２０年度において、劇物を積載したまま駐車していた車両が盗難に

あった事案、また、中学校において、劇物を含む実験用薬品が紛失した事案

があった。 
このため、県のホームページに毒物劇物の盗難事故等の防止のための保管

方法について掲載するとともに、県教育関係機関及び県内各大学に対しては

文書にて通知し、毒物劇物の適正管理についての周知徹底を図った。 
 

意 
 
 

見 

監視対象数が、各健康福祉センターにより大きな違いがあるにもかかわらず、薬事監視員は

各１名であることから、管内別の監視頻度に大幅な差が生じている状況にある。 

監視の公平性を保つため、監視頻度ができるだけ均一になるよう体制を強化し、より一層の

薬事監視の充実に努める必要がある。 
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（１１） 

検査・監査等名称 医薬品等の製造業・製造販売業及び医療機器修理業に対する薬事監視 

根 拠 法 令 等 薬事法第６９条、第 14条第６項 

目的及び内容 
医薬品等の品質、有効性及び安全性を確保し、県民の健康と安全の維持

増進に寄与するために、構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、

従業員その他関係者に質問して、法令を遵守しているか確認する。 
対 象 先 医薬品等の製造業、製造販売業及び医療機器修理業の許可業者 
対象団体等数 ８２８業者 
検査・監査数 実地検査 ３１７業者、書面検査 ４業者 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 健康福祉部薬務課 

体 制 

１ 体制及び人数等 
・薬務課薬事審査指導室（品質管理指導担当グループ）５名 

（他業務と兼務）

２ 実施職員の資格の必要性 
  薬事監視は、薬剤師の資格を有する薬事監視員が実施している。 
３ 実施する職員数 
 監視は薬事監視員２名で実施している。 
４ 実施職員に対する研修 
国等が主催する研修に参加している。 
（ＧＭＰ研修、ＧＱＰ/ＧＶＰ模擬査察、ＧＭＰ/ＱＭＳ模擬査察） 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
  「千葉県ＧＭＰ/ＱＭＳ調査要領」を制定している。 
２ 実施計画の作成   
重点目標等を定めた事業計画を作成している。 

３ 計画に対する実施状況  
・計画数  １９５業者 
・実施数  ３１７業者（実施率１６２．５％） 

４ 実施時期（周期・間隔等） 
  ５年に１回以上を目標に実施する。 

基準及び手法 

１ 実施基準の設定 
国の基準・方針を準用している。 

２ 手法 
 原則、実地検査としているが、法により書面調査も可能とされている。 
管理者、責任者の対応が必要となるため、事前に通知している。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 
状 

況 

結 果 

１ 実施結果通知方法 
当日現場で書面交付するが、通知が必要とされている事項については、

後日通知する。 
２ 結果の公表 
検査の結果は、毎年発行する「薬務行政概要」に掲載している。 
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結 果 

３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法 
確認報告書の提出を求め、適合するまで確認を繰り返す。 

４ 指摘事項等の状況 
 無許可無届業及び無承認品製造が６件あった。 

検
査
・
監
査
等
の
状
況 

不 適 正 事 案 
へ の 対 応 

通販やネットによる無許可の医薬品販売についても、広告監視を行って

いる。疑わしい広告は、品物を購入し検査を行い、違法性が認められた場合

は、当該対象業者を管轄する自治体へ通報する。 
平成２０年度は、２００検体のうち、７検体に違法性が認められた。 

 
※ ＧＭＰ：医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準 
※ ＧＱＰ：医薬品等の品質管理の基準 
※ ＧＶＰ：医薬品等の製造販売後安全管理の基準 
※ ＱＭＳ：医療機器、体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準 
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（１２） 

検査・監査等名称 食品衛生施設の監視指導 

根 拠 法 令 等 食品衛生法第２４条、第２８条、第３０条 

目的及び内容 食品営業施設等の立入検査を実施し、飲食に起因する衛生上の危害の発生

を防止する。 

対 象 先 食品又は添加物等を採取、製造、輸入、加工、調理、貯蔵、運搬又は販売
する個人又は法人 

対象団体等数 対象施設数  １０３，１８８施設     

検査・監査数 

監視指導   ７５，００３施設 
食中毒等調査  ２，５７５施設（食中毒や苦情等による） 
  計    ７７，５７８施設 
食品等の検査  ３，０１４検体 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 健康福祉部衛生指導課 

体 制 

１ 体制及び人数等 
・健康福祉センター（習志野、松戸、印旛、香取、長生、安房、君津）

の「食品機動監視班」２４名 
・各健康福祉センターの「健康生活支援課」４８名 （他業務と兼務） 
・各食肉衛生検査所８３名（他業務と兼務：検査品目により検査に

出向く） 
２ 実施職員の資格の必要性 
検査は、医師、獣医師、薬剤師や農芸化学、畜産学、水産学等の専門

学部を納めた者で構成する「食品衛生監視員」が行うこととされている。 
３ 実施する職員数 
食品衛生監視員５名程度で実施する。 

４ 実施職員に対する研修 
国が開催する研修に参加するほか、技術研修、法令内容の研修会を

行っている。 
５ 通報制度の設置 
  食品衛生県民ダイヤル、相談コーナー等を設置している。 

検 

査 

・ 

監 
査 

等 

の 

状 

況 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
  毎年度「食品衛生監視指導計画」を作成している。 
２ 計画に対する実施状況  
・計画数 
監視指導    ７３，６９８施設 
食品等の検査   ２，７００件 

・実施数        
監視指導    ７５，００３施設（実施率１０１．８％） 

   食品等の検査   ３，０１４件 （実施率１１１．６％） 
３ 実施時期 
  ・監視指導 

過去の食中毒の発生状況や成分規格基準等の違反、製造・販売の

流通の広域性など、監視指導の重要度の高い業種の順に分類し、指導

監視時期を定めている。（１年に３回から２年に１回等） 
・食品等の検査 
苦情等があった場合のほか、実施計画に基づき随時実施する。 

・立入検査 
    緊急に立入検査が必要な場合に実施する。 
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基準及び手法 

１ 実施基準等の設定 
国の衛生規範等による指導基準により実施している。 

２ 手法 
・監視指導 
立入る旨を通知又は抜き打ちで検査を行う。 

  ・食品等の検査 
小売店や製造者等へ出向き食品等を入手し、細菌検査や理化学検査

などを抜き打ちで行う。 
・食中毒等調査 
   食中毒や苦情等により緊急に検査を行う必要がある場合に行う。 
３ 関係機関との連携 
  国、千葉市・船橋市・柏市保健所及びＪＡＳ法所管部局と連携している。

結 果 

１ 実施結果通知方法 
  監視指導の結果、改善指導等がある場合は口頭又は指導票で指示する。 
２ 結果の公表 
  監視指導の結果は、ホームページで公表している。 
  重大な違反事例や行政処分事例については、業者名等を公表する。 
３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法  
改善指導等における改善状況報告の提出を求め、必要に応じ再検査等に

より確認している。 
４ 指摘事項等の状況 
・食中毒の発生等により営業停止処分１９件 
・異物混入や表示、規格基準違反等４８件のほか、１，２５７件の軽微

な指摘を行った。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 

況 

不 適 正 事 案 
へ の 対 応 

食中毒の発生 
 平成１８年度  １６件 
 平成１９年度  １７件 
 平成２０年度  ２０件 
 なお、食中毒を発生させた施設は、監視指導ランクＡとして、年間３回

以上の監視指導を行うこととしている。 

 

意 

見 

 毎年度、食中毒が発生していることから、監視指導の強化を図るとともに、より効果的な講習

会の開催やパンフレットの配布などを行い、引き続き発生防止対策に向けた取り組みを進める

必要がある。 
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（１３） 

検査・監査等名称 水質汚濁防止法に基づく特定事業場等排水立入検査 

根 拠 法 令 等 水質汚濁防止法第２２条第１項 

目的及び内容 
公共用水域の水質の汚濁の防止を図るため、水質汚濁防止法等に係る特定

事業場のうち規制対象事業場に対して立入検査を実施し、必要に応じ改善命

令等の行政措置を行う。 
対 象 先 特定事業場 
対象団体等数 規制対象事業場１，３５３事業場 
検査・監査数 延べ９１２事業場 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 環境生活部水質保全課 

体 制 

１ 体制及び人数 
各県民センター地域環境保全課環境保全班（３名～７名）及び同事務所

地域環境室（６名～１１名）（いずれも他業務と兼務） 
２ 実施する職員数 
検査は２名で実施している。 

３ 実施職員に対する研修 
  新任職員を対象に、関係法規・実施要領、排水処理基礎知識、採水実技

等の職場内研修を実施している。また、随時、担当職員を対象に技術研修

を実施している。 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
  「水質汚濁防止法に基づく立入検査実施要領」（以下「検査実施要領」と

いう。）を制定している。 
２ 実施計画の作成 
  各県民センター及び同事務所において作成している。 
３ 計画に対する実施状況 

  ・計画数    ９０５事業場 
・実施数  延べ９１２事業場（実施率１００．８％） 

なお、事業場数・事業場規模に比べて検査担当職員の少ない県民セン

ター・事務所があり、計画どおり立入検査を実施できなかった県民セン

ター・事務所２箇所が確認された。 

４ 実施時期 
１年ないし２年に１回を目標に実施する。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 
況 

基準及び手法 

１ 実施基準の設定 
法及び検査実施要領に基づき実施している。 

２ 手 法 
「立入検査のてびき」に基づき、原則、抜き打ちで実施している。 

３ 関係機関等との連携 
基準値を超えるような採水検体の再分析、排水処理施設の改善に係る

指導は、千葉県環境研究センターと連携を図って実施している。 
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結 果 

１ 実施結果通知方法 
検査結果判明後、２週間以内に文書で通知している。 

２ 結果の公表 
検査結果は、千葉県環境白書により公表している。 

３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法 
改善計画書の提出を求め、完了時に改善確認立入検査を行っている。 

４ 指摘事項等の状況 
  排水基準に違反していた６２事業場に対し、 

・改善命令  １件 
・改善勧告 ４６件 
・注  意 １５件 

の改善指導を行った。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 

況 不 適 正 事 案 
へ の 対 応 

平成２０年４月に食肉加工業者が水質汚濁防止法違反（排水基準違反）で

書類送検された事案及び同年６月に食品製造会社が水質汚濁防止法違反

（排水基準違反）で逮捕された事案を受けて、違反を繰り返す事業場には

毎年立入検査を実施するとともに、排出水の採取、分析を行うこととした。 

 

意 
 

見 

水質汚濁防止法違反を受け、立入検査の実施の強化が図られているが、計画数を達成できて

いない県民センター等が一部あることから、今後、立入検査の確実な実施に、より一層努める必

要がある。 

また、公共用水域の水質汚濁の防止をより一層推進するため、特定事業場の排水基準の遵守等

について事業者への周知啓発に努める必要がある。 

 
 ※規制対象事業場：特定事業場のうち排水量が３０㎥／日以上又は有害物質使用特定事業場 
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（１４） 

検査・監査等名称 浄化槽等立入検査 

根 拠 法 令 等 浄化槽法第５３条第２項 

目的及び内容 
 浄化槽による汚水･悪臭等の環境問題の発生を防止し、生活環境の保全及び

公衆衛生の向上を図るために、浄化槽設置場所、事務所・事業場等に立入り、

浄化槽及び帳簿書類等を検査する。 
対 象 先 浄化槽管理者、浄化槽保守点検業者、指定検査機関 

対象団体等数 
浄化槽管理者    ５０３，３１６管理者 
浄化槽保守点検業者     ５１１業者 
指定検査機関          １団体 

検査・監査数 浄化槽管理者  ５６６ 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 環境生活部水質保全課 

体 制 

１ 体制及び人数等 
・水質保全課水質指導室  １１名（管轄市原市：他業務と兼務） 
・各県民センター地域環境保全課環境保全班（３名～７名）及び同事務

所地域環境室（６名～１１名）（いずれも他業務と兼務） 
２ 実施職員の資格 
検査は「環境衛生指導員」（大学又は高等専門学校において理学、工学、

衛生学等を修めて卒業した者又は３年以上廃棄物の処理その他環境衛生に

関する行政事務に従事した者等）が実施する。 
３ 実施する職員数 
検査は２名で実施している。 

４ 実施職員に対する研修 
  新任職員を対象に、関係規程等の職場内研修を実施している。また、

随時、担当職員を対象に技術研修を実施している。 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
  「浄化槽立入検査マニュアル」を定めている。 
２ 実施計画の作成 
  指定検査機関の検査結果から立入検査が必要な場合や、周辺からの苦情

があった場合に随時立入検査を実施しているため、検査計画は作成して

いない。 

基準及び手法 

１ 実施基準等の設定 
「浄化槽立入検査マニュアル」に基づき実施している。 

２ 手 法 
・苦情等があった場合は、抜き打ちで検査を実施している。 

  ・立入検査は、単独処理浄化槽立入検査票又は合併処理浄化槽立入検査

票により実施している。 
・放流水等の水質検査は、浄化槽の機能に支障があると認められる等の

場合に実施している。 
３ 関係機関等との連携 
悪臭等、浄化槽の苦情相談内容に応じ、市町村の環境保全担当課と連携

を図っている。 

検 

査 

・ 

監 

査 
等 

の 

状 

況 

結 果 

１ 実施結果通知方法 
口頭による説明又は浄化槽改善指導票の交付による。 
※ 浄化槽改善指導票の交付：法等に基づく基準等に適合していない

場合で、直ちに改善ができないと認められるときに交付 
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結 果 

２ 結果の公表 
環境省のホームページに各都道府県別の行政処分の件数などを取りまと

めて掲載している。 
３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認 
指導票を交付した場合は、改善報告書の提出を求め、必要に応じ現地

確認を行っている。 
４ 指摘事項等の状況 
保守点検・清掃の未実施、ばっき装置停止、消毒剤切れ等に対し口頭に

よる助言指導を行った。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 

況 

そ の 他 

浄化槽の管理者は、使用開始後３ヶ月を経過した日から５ヶ月の間に設置

状況と水質の検査（設置後等の水質検査）を、さらに毎年１回定期検査を

受けることが義務付けられている。 

平成２１年度には浄化槽管理者等を対象に、「浄化槽教室」を開催し、浄化

槽の管理と清掃、関係法令などについて講習を行い、浄化槽の適正な管理の

周知啓発に努めている。 
 

意 
 

見 

浄化槽立入検査は、法定検査結果で必要と認めたものや周辺からの苦情があった場合に行って

おり、おおむね適正に実施しているが、浄化槽設置管理者の義務である定期検査の受検率が、

平成２０年度は５．５％と低い。 

法定検査を実施している指定検査機関をはじめ市町村や関係機関との連携を強化し受検率の

向上に努める必要がある。 
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（１５） 

検査・監査等名称 浄化槽保守点検業者立入検査 

根 拠 法 令 等 千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第１４条第２項 

目的及び内容 

 浄化槽保守点検業登録業者による適切な浄化槽保守点検業務の実施を

通じ、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、登録適格性、資格者

の設置、器具の常備、標識の掲示、帳簿の備付、登録内容の変更の有無の

確認等を行う。 
対 象 先 知事登録を受けた浄化槽保守点検業者 
対象団体等数 ５１１業者 
検査・監査数 １２６業者 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 環境生活部水質保全課 

体 制 

１ 体制及び人数 
・水質保全課水質指導室  １１名（管轄市原市：他業務と兼務） 
・各県民センター地域環境保全課環境保全班（３名～７名）及び同事務

所地域環境室（６名～１１名）（いずれも他業務と兼務） 
２ 実施する職員数 
検査は２名で実施している。 

３ 実施職員に対する研修 
  新任職員を対象に、関係規程等の職場内研修を実施している。 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
「千葉県浄化槽保守点検業者立入検査実施要領」（以下「立入検査実施

要領」という。）を制定している。 
２ 実施計画の作成 
立入検査計画は作成していない。 

３ 実施時期 
登録有効期間内（５年）に１回実施する。 

基準及び手法 

１ 実施基準等の設定 
千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（以下「条例」という。）

及び立入検査実施要領に基づき実施している。 
２ 手 法 
新規登録、５年毎の更新申請が出された際に、関係帳簿や検査器具等を

確認する必要があるため、事前に通告して、千葉県浄化槽保守点検業者

立入検査票により実施している。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 
状 

況 

結 果 

１ 実施結果通知方法 
口頭又は浄化槽保守点検業者指導票の交付による。 
※ 浄化槽保守点検業者指導票の交付：条例に基づく基準に適合してい

ない場合で、直ちに改善ができないと認められるときに交付 
２ 結果の公表 
環境省のホームページに各都道府県別の行政処分の件数などを取りまと

めて掲載している。 
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検
査
・
監
査
等
の
状
況 

結 果 

３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法 
指導票を交付した場合は改善報告書の提出を求めるとともに、再検査等

を実施している。 
４ 指摘事項等の状況 
平成２０年度の立入検査においては、改善を要する事項は認められな

かった。 
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（１６） 

検査・監査等名称 産業廃棄物発生事業所立入検査 

根 拠 法 令 等 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１９条第１項 
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第４３条第１項 
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法第１８条第１項 
千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例第２８条第１項 
千葉県硫酸ピッチの生成の禁止に関する条例第６条第１項 

目的及び内容 産業廃棄物の排出事業者等に対する適切な指導を行うことにより、廃棄物の

適正処理を確保する。 
対 象 先 産業廃棄物排出事業所 

対象団体等数 

約２００，０００事業所 
 内 訳 
・有害物質を取り扱う事業場、産業廃棄物処理施設等  ７００事業所 
・ＰＣＢ廃棄物保管等事業場  ８００事業所 
・その他の産業廃棄物発生事業場、建設業事務所ほか  不詳 

検査・監査数 １，２９６事業所 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 環境生活部資源循環推進課 

体 制 

１ 体制及び人数等 
  ・資源循環推進課事業推進室（市原市管内所掌）３名（他業務と兼務） 
・各県民センター地域環境保全課監視班 ５名～１１名（他業務と兼務）

・各県民センター事務所地域環境室 ７名～１３名（他業務と兼務） 
２ 実施する職員数 
立入検査は 2名以上で実施している。 

３ 実施職員に対する研修 
  研修の一環として、産業廃棄物排出事業者指導業務担当者会議を実施して

いる。 

検 

査 

・ 

監 

査 
等 

の 

状 

況 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
「産業廃棄物発生事業所立入検査マニュアル」（以下「検査マニュアル」

という。）、「事業場立入検査実施要領」（以下「実施要領」という。）を

制定している。 
２ 実施計画の作成 
  年間立入検査計画書を作成し、計画的に実施している。 
３ 計画の対する実施状況 
  ・計画数  １，１００事業所 
・実施数  １，１０１事業所（実施率１００％） 

＊うち１９５事業所は、随時行ったもの 
４ 実施の時期（周期・間隔等） 
検査マニュアル、実施要領に基づき、次の区分により検査を実施している。

・毎 年：有害物質を取扱う事業場、産業廃棄物処理施設ほか 
・２年に１回：ＰＣＢ廃棄物保管等事業場 
・随 時：その他の産業廃棄物発生事業場、建設業事務所ほか 
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基準及び手法 

１ 実施基準等の設定 
 検査マニュアル、実施要領に基づき実施している。 
２ 手法 
検査は、全て現地での立入検査であり、原則、抜打ちで実施している。 

３ 関係機関等との連携 
廃棄物発生事業場は、医療施設、建設現場もあることから保健所、地域

整備センター、市町村建設部局等と連携を図っている。 

結 果 

１ 実施結果通知方法 
検査当日に評価し、行政指導（口頭指導、文書指導等）、行政措置（改善

命令、使用停止命令、許可の取消）を行う。 
ただし、試料を採取した場合は、後日試料の分析結果通知を行う。 

２ 結果の公表 
  検査の結果は、毎年発行する「環境白書」に掲載するとともに、ホーム

ページで公表している。 
３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法 
改善指導については、改善報告書の提出を求めるとともに、現地確認を

行う。 
３ 指摘事項等の状況 
 処理基準違反や保管基準違反などを行っていた４１３事業所に対し、 
・改善勧告   ２件 
・文書指導  ８９件 
・口頭指導 ３２０件 

を行った。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 

況 

不 適 正 事 案 
へ の 対 応 

平成１９年において、有害物質ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）を含む変圧

器などを、野ざらしの状態で放置したとして、不動産業者、解体業者が書類

送検された。 
当該廃棄物は、倒産企業の整理の過程で出た廃棄物であることから、企業

倒産等の事例の関係者（１４団体：千葉地方裁判所、千葉県弁護士会、県内

金融機関等）、建設・解体関係者（４団体）、産業廃棄物業界関係者（１団体、

２３０社）に対し、適正処理の確保に関し文書で依頼した。 
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（１７） 
検査・監査等名称 一般廃棄物処理施設立入検査 

根 拠 法 令 等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 19条 

目的及び内容 

一般廃棄物の適正処理を推進することを目的に、現場において施設の構造

や帳簿等を検査するとともに、必要に応じ焼却灰や放流水、施設周辺地下水

を採取・分析し、一般廃棄物処理施設の構造及び維持管理が法等に基づく

基準を遵守しているかを確認する。 
対 象 先 市町村・一部事務組合及び民間事業者が設置する一般廃棄物処理施設 
対象団体等数 ２５８施設 
検査・監査数 １６０施設 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 環境生活部廃棄物指導課 

体 制 

１ 体制及び人数等 
・廃棄物指導課一般廃棄物指導室（市原市管内所掌）２名 

（他業務と兼務）

・各県民センター地域環境保全課環境保全班 ４名～６名 
（他業務と兼務）

・各県民センター事務所地域環境室 ７名～13名（他業務と兼務） 
２ 実施する職員数 
立入検査は２名以上で実施している。 

３ 実施職員に対する研修 
立入検査担当者研修を実施している。 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
「一般廃棄物処理施設立入検査マニュアル」（以下「検査マニュアル」と

いう。）を制定している。 
２ 実施計画の作成 
毎年度、施設それぞれの稼働状況等を考慮し、立入検査計画を作成する。

３ 計画に対する実施状況 
・計画数  １５９施設 
・実施数  １６０施設（実施率１００％） 

４ 実施時期（周期・間隔等） 
  施設それぞれの稼動状況等を考慮し実施する。特に、最終処分場、ごみ

焼却施設のほか、周辺住民から苦情のあった施設、過去に法令違反の

あった施設に重点をおいている。 
また、試料採取については、施設の種別により採取頻度の目安を示して

いる。 
・最終処分場：３年に 1回、ごみ焼却施設：２年に 1回 

検 

査 

・ 

監 

査 
等 

の 

状 

況 

基準及び手法 

１ 実施基準の設定 
検査マニュアルに基づき実施している。 

２ 手法 
 検査は、全て現地での立入検査であり、原則抜き打ちで実施する。 
 施設の維持管理に関する基準に適合しているか、試料採取等を行い確認

するほか、維持管理報告書を定期的（施設の種類に応じて年１回又は４回）

に提出することを義務付け、異常があった場合、適宜立入検査を実施する。

３ 関係機関等との連携 
  民間事業者への立入検査については、市町村担当者の同席を求め、試料

採取に際しては、環境研究センターの協力を得て実施している。 
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検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 

況 

結 果 

１ 実施結果通知方法 
検査当日に、必要に応じて、口頭や書面（指導票）による指導を行い、

重要な指導事項があった場合は、後日、改めて文書にて通知をする。 
また、試料を採取した場合は、試料の分析結果について後日通知等を

行う。 
２ 結果の公表 
  検査の結果は、毎年発行する「環境白書」に掲載するとともに、ホーム

ページで公表している。 
３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法 
改善指導については、改善報告書の提出を求めるとともに、原則として

現地確認を行う。 
また、改善指導の対応状況等を踏まえ、必要に応じて勧告等の行政指導

を積重ね、行政指導に従わない場合は行政措置（改善命令、使用停止命令、

許可の取消し）を行う。 
４ 指摘事項等の状況 
地下水のヒ素他の基準値超過など１５件について、勧告等の行政指導を

行った。 
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（１８） 

検査・監査等名称 産業廃棄物処理施設等立入検査 

根 拠 法 令 等 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１９条 

目的及び内容 
産業廃棄物処理業者への法の周知を図り、適正処理を推進することを目的

として、産業廃棄物処理施設の構造及び維持管理が法に基づく基準を遵守し

ているか否か確認するため立入検査を実施する。 
対 象 先 県許可産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物処理業者 

対象団体等数 
６，９７５業者 
  内訳  最終処分場 １３業者、中間処理施設 ３１６業者、 
      収集運搬業者 ６，６４６業者 

検査・監査数 
１１３業者 
内訳  最終処分場 １２業者、中間処理施設 ７８業者、 

      収集運搬業者 ２３業者 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 環境生活部廃棄物指導課 

体 制 

１ 体制及び人数等 
  ・廃棄物指導課産業廃棄物指導室１６名（他業務と兼務） 

・各県民センター地域環境保全課監視班 ５名～１１名 

（他業務と兼務）

・各県民センター事務所地域環境室 ７名～１３名（他業務と兼務） 

２ 実施する職員数 
立入検査は２名以上で実施している。 

３ 実施職員に対する研修 
毎年度当初に、廃棄物・残土担当新任職員等研修を実施している。 

４ 通報制度の設置 
「産廃残土１１０番」を設置し、２４時間体制で対応している。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 
の 

状 

況 計 画 

１ 実施要綱等の制定 
「産業廃棄物不適正処理監視指導業務運営要領」（以下「監視指導業務

運営要領」という。）を制定している。 
２ 実施計画の作成 
通報、苦情等による立入検査を優先させていることから、立入検査計画

は作成していない。 
※ 毎年度の政策評価（基本施策進行管理票）において、立入検査の

目標件数の設定を行っている。 
３ 計画に対する実施状況 
  検査計画を作成していないが、１１３業者に対し、延べ２４６回の立入

検査を実施した。 
４ 実施時期（周期・間隔等） 
  事業者、処理業者の処理施設への立入検査は、年１回以上実施する。 
また、廃棄物処理施設の維持管理状況について、異常があった場合は、

適宜立入検査を実施する。 
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基準及び手法 

１ 実施基準等の設定 
監視指導業務運営要領に基づき実施している。 

２ 手法 
全て現地での立入検査であり、原則、抜き打ちで実施している。 

３ 関係機関等との連携 
不適正（悪質）な事案に対しては、警察等とも連携を図りながら監視を

強化している。 

結 果 

１ 実施結果通知方法 
検査当日、必要に応じて、口頭又は書面（指導票）による指導を行い、

重大な違法行為のおそれがあった場合は、詳細な調査を行った上、後日

勧告等を行う。 
また、試料を採取した場合は、試料の分析結果について後日通知等を

行う。 
２ 結果の公表 
  検査の結果は、毎年発行する「環境白書」に掲載するとともに、ホーム

ページで公表している。 
３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法 
改善指導については、改善報告書の提出を求めるとともに、必要に応じ

現地確認を行う。 
また、改善指導の対応状況等を踏まえ、必要に応じて勧告等の行政指導

を積重ね、行政指導に従わない場合は行政措置（改善命令、使用停止命令、

許可の取消し）を行う。 
４ 指摘事項等の状況 
処理事業場外の廃棄物撤去・適正処理など３９件について、勧告等の

行政指導を行った。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 

況 

不 適 正 事 案 
へ の 対 応 

不適正事案については、改善に向けた指導を繰返し、特に悪質な事案に

対しては、警察等とも連携を図りながら監視を強化している。 
なお、平成２０年度の産業廃棄物処理業者に対する処分は、県のホーム

ページで公表している。 
 

意 

見 

産業廃棄物処理施設等立入検査は、監視指導業務運営要領により、原則として年1回以上行う

こととしているが、対象施設数が多い中間処理施設については、検査実施率が低い状況にあるの

で、実施計画を作成し計画的に実施すべきである。 
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（１９） 

検査・監査等名称 消費生活協同組合法による検査 

根 拠 法 令 等 消費生活協同組合法第９４条 

目的及び内容 知事所管の消費生活協同組合の経営状況を把握し、経営の健全化を促すと

ともに、法令に準拠した適正な生協運営を図るため、立入検査を実施する。 
対 象 先 知事所管の消費生活協同組合 
対象団体等数 １８組合 
検査・監査数 １組合 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 環境生活部県民生活課 

体 制 

１ 体制及び人数等 
  県民生活課消費者行政推進室 １２人（他業務との兼務） 
２ 実施する職員数 
検査は、職員２名と公認会計士１名（嘱託）により実施している。 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
  「消費生活協同組合検査実施要領」（以下「検査実施要領」という。）を

制定している。 
２ 実施計画の作成 
当該年度における重点検査事項を定め、組合の運営状況等を勘案して

作成している。 
検査対象組合の選定に当たっては、「事業量が多いと認められる組合員

２万人以上の組合、経営内容の悪化している組合、長期間検査を実施して

いない組合」などを優先的に選定している。 
３ 計画に対する実施状況 
  ・計画数    ３組合 
  ・実施数    １組合（実施率３３．３％） 
４ 実施時期（周期・間隔等） 
おおむね４年ないし５年に１回実施する。 
 

基準及び手法 

１ 実施基準等の設定 
検査実施要領に基づき実施している。 

２ 手 法 
対象組合から、「検査事前報告書」及び参考資料等を事前に提出させ、

あらかじめ、組合の運営状況等について把握し実施している。 
３ 関係機関等との連携 
  厚生労働省及び近隣都県との情報交換等を行っている。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 
の 

状 

況 

結 果 

１ 実施結果通知方法 
検査当日に、口頭で講評しているが、指摘事項が認められるときは、

後日、文書により改善指示を通知している。 
２ 結果の公表 
公表していない。 

３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況 
期限を定め文書での報告を求め、次回の検査で確認している。 

４ 指摘事項等の状況 
  経理書類における勘定科目の誤りなど６項目について、改善指示等を

行った。 
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意 
 

見 

消費生活協同組合に対する立入検査は、年度ごとに実施計画を作成し実施しているが、実施率

が平成２０年度で３３．３％と低いことから、計画どおりに実施するよう努める必要がある。 
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（２０） 

検査・監査等名称 農業協同組合法に基づく検査 

根 拠 法 令 等 農業協同組合法第９４条 

目的及び内容 

組合が組合員のために行う事業の健全な運営が確保されているかについ

て、会計帳簿類や金券等の現物の検査を通じて検証し、組合の健全運営を

図る。 

対 象 先 農業協同組合（県内の信用・共済事業を行う総合農協） 

対象団体等数 ２５組合 

検査・監査数 １３組合 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 農林水産部団体指導課 

体 制 

１ 体制及び人数等 

団体指導課農林検査室１０名及び非常勤の嘱託職員２名（銀行ＯＢ）が

専任で実施する。なお、必要に応じて公認会計士が同行する。 

２ 実施する職員数 

・事前検査は本店２名、支店１名ないし２名で実施する。 

・本検査は本店に対し全員で実施する。 

３ 実施職員に対する研修 

国主催の研修会への参加や、職場内研修を実施している。 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 

「農業協同組合検査規程」を制定している 

２ 実施計画の策定 

年度当初に作成している。 

３ 計画に対する実施状況 

・計画数 １３組合 

・実施数 １３組合 （実施率１００％） 

４ 実施時期（周期・間隔等） 

法では年１回を常例として行うとされているが、おおむね２年に１回

実施する。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 
の 

状 

況 

基準及び手法 

１ 実施基準の設定 

検査マニュアルを定めている。 

２ 手法 

・事前検査 

本店及び支店に対し、抜き打ちで一斉に現地で実施（おおむね２日

程度）し、現金及び資産の現物確認並びに組合の日々の業務の状況に

ついて検査する。 

・本検査 

事前検査後に通告のうえ、本店及び支店ごとに、全ての業務内容に

ついて検査（１組合に対して１週間から２週間程度）する。 

３ 関係機関との連携 

必要に応じて国又は公認会計士が同行する。 
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結 果 

１ 実施結果通知方法 

文書で通知する。 

２ 結果の公表 

公表していない。 

３ 指摘等に対する改善報告書等の徴収及び改善状況の確認方法 

指摘すべき事項を発見した場合は、改善報告書の提出を求めるとともに、

必要に応じて次回の検査において、改善状況等について確認している。 

４ 指摘事項等の状況 

法令等遵守態勢の取組強化や内部牽制機能の充実などに関し、１３組合

に対して計３７０件の指摘等を行った。 

不 適 正 事 案 

へ の 対 応 

過去３年間、毎年、横領事件が発生しており、不祥事件の報告及び改善

報告を受け、当該組合に対する指導を実施するとともに、検査時に取組みの

状況について確認している。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 

況 

そ の 他 
行政機関が行う検査のほか、全国農業協同組合中央会が２５組合全てに

対して毎年検査を行っている。 

 

意 

見 

検査周期について、農業協同組合法では年１回を常例とするとされているが、県ではおおむね

２年に１回となっていることから、検査周期を上げるよう努める必要がある。 
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（２１） 

検査・監査等名称 水産業協同組合法に基づく検査 

根 拠 法 令 等 水産業協同組合法第１２３条 

目的及び内容 

 合法性、合目的性及び合理性の観点から、業務及び会計の状況を的確に

把握することにより、組合等に対する個別指導の実を挙げ、もって組合等の

正常な事業運営を促進し、水産業の健全な発達に資することを目的とする。 

対 象 先 水産業協同組合 

対象団体等数 

７６組合 

内訳  沿海地区 ４１組合 

    内水面  １８組合 

    水産加工 １４組合 

    業種別   １組合 

    連合会   ２組合 

検査・監査数 

４３組合 

内訳  沿海地区 ３１組合 

    内水面   ８組合 

    水産加工  ４組合 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 農林水産部団体指導課 

体 制 

１ 体制及び人数等 

・体 制 

団体指導課及び水産事務所ごとに担当区域を定めて検査を実施し、

各水産事務所所管組合のうち、規模の大きな組合に対しては団体指導

課が応援派遣又は主体となって共同で検査を実施する。 

・人 数 

団体指導課水産指導検査室３名（専任）、非常勤の嘱託職員１名

（銀行ＯＢ）、各水産事務所職員４名（他業務と兼務） 

２ 実施する職員数 

団体指導課水産指導検査室４名又は水産事務所４名で実施する。 

なお、共同で実施する場合は、規模に応じてそれぞれ職員を派遣する。 

３ 実施職員に対する研修 

国主催の研修への参加、職場内研修及び各水産事務所の職員に対する

研修を毎年実施している。 

検 

査 
・ 

監 

査 

等 

の 

状 

況 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 

「水産業協同組合検査規程」を制定している。 

２ 実施計画の作成 

各水産事務所との会議により年間計画を作成している。 

検査を行う組合の選定については、地域ごとに所轄を定めて計画するが、

組合の規模や問題事案の発生状況などに応じて、団体指導課と各水産事務

所の検査態勢を調整のうえ実施する。 

３ 計画に対する実施状況 

・計画数 ４３組合 

・実施数 ４３組合 （実施率１００％） 

内訳  団体指導課のみで実施   ９組合 

     水産事務所のみで実施  １８組合 

     合同で実施       １６組合  計４３組合 

４ 実施時期（周期・間隔等） 

法では年１回を常例として行うとされているが、沿海地区漁業組合は

２年に１回以上、その他の組合は３年に１回実施する。 
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基準及び手法 

１ 実施基準等の設定 

検査の実施方針及び検査マニュアルを定めている。 

２ 手法 

・事前検査 

沿海地区漁業組合に対してのみ抜き打ちで実施する。ただし、前回

検査指摘に対する改善状況を確認するための事後確認検査（本検査の

一種）の場合には、事前検査を省略する。おおむね１日で行い、本検

査における計数等を確定する。 

・本検査 

事前検査後に通告のうえ、全ての業務内容について検査（おおむね

２日間）する。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 

況 結 果 

１ 実施結果通知方法 

文書で通知する。 

２ 結果の公表 

公表していない。 

３ 指摘等に対する改善報告書等の徴収及び改善状況の確認方法 

指摘すべき事項を発見した場合は、改善報告書の提出を求めるとともに、

必要に応じて次回の検査において、改善状況等について確認している。 

４ 指摘事項等の状況 

総会の開催・議事手続等の不備、決算事務の適性化などに関し、４３

組合に対して計３８２件の指摘等を行った。 

 

意 
 

見 

検査周期について、水産業協同組合法では年１回を常例とするとされているが、県では２年

ないし３年に１回となっていることから、検査周期を上げるよう努める必要がある。 

また、原則として無通告で実施すべき検査について、一部を事前通告としていることから、

その妥当性について検証する必要がある。 
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（２２） 

検査・監査等名称 食品表示（ＪＡＳ法）立入検査 

根 拠 法 令 等 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第１９条の１４、 
第２０条、第２１条、第２３条等 

目的及び内容 消費者の食品選択の目安となる情報を正確に伝えるため、食品等の品質に

関する表示が適正に行われるよう、事業者を指導する。 
対 象 先 食品販売業者、食品製造業者 

対象団体等数 
対象施設数  不詳（店舗、工場、圃場、事業所等が対象であるが、

小売販売店など店舗数が多く、また常に数に変動があるため

把握できない） 

検査・監査数 
巡回指導  １，３９5件 
任意調査     ７７件 
  計   １，４７２件 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 農林水産部安全農業推進課 

体 制 

１ 体制及び人数等 
・巡回指導 
水産課、各農林振興センター企画振興課及び各水産事務所職員 
（いずれも他業務と兼務） 

・通報があった場合の立入検査等 
安全農業推進課食の安心推進室３名（専任）、水産課、農林振興セン

ター及び水産事務所（いずれも他業務と兼務） 
２ 実施する職員数 
 検査は２名以上で実施している。 
３ 実施職員に対する研修 
  国が主催する法の基礎研修へ参加するほか、新任担当者を対象とした

職場内研修を実施している。 
４ 通報制度の設置 
  「千葉県食品表示ウォッチャー」、「食品表示相談窓口」の設置 
  ※ 食品表示ウォッチャー：県民から公募（県民だより）により５０名

に委嘱している。 
   日常の買物をしている店舗の食品表示状況の定例報告及び表示が

全くない場合に報告してもらう。 

検 

査 

・ 

監 

査 
等 
の 

状 

況 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
  「農林水産物資の品質表示の適正化に関する指導事務処理要綱」（以下

「処理要綱」という。）を制定している。 
２ 実施計画の作成 
   安全農業推進課で年間計画を定め、各農林振興センター等において
４半期ごとに詳細な実施計画を定めている。    
３ 計画に対する実施状況 
・計画数   １，２２０件 
・実施数   １，３９５件（実施率１１４．３％） 
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基準及び手法 

１ 実施基準等の設定 
処理要綱及び「食品品質表示に係る巡回指導マニュアル」に基づき実施

している。 
２ 手法 
・巡回指導 
   品目を定め、小売販売店等ランダムに抽出して行うほか、食品表示

ウォッチャーの情報を元に店舗を選出し、抜き打ちで実施する。 
  ・任意調査 
    通報等より、表示に疑義がある場合などに出向いて調査する。 
・立入検査 
任意調査を拒まれた場合に検査する。 

３ 関係機関との連携 
  農林水産省関東農政局千葉農政事務所や保健所等と情報の共有化及び

必要に応じて合同調査を実施している。 

結 果 

１ 実施結果通知方法 
表示に疑義や違反があった場合は、啓発書の交付や改善指示、文書に

よる指導を行っている。 
２ 結果の公表 
  指示事案については、ホームページへ掲載するとともに、報道機関へ

情報提供をしている。 
３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法  
  文書指導又は指示については、改善計画書を提出させるとともに確認

調査を実施している。 
４ 指摘事項等の状況 
 不適正表示を行った事業者に対して、啓発書の交付のほか、改善指示

及び文書指導を１８件行った。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 

況 
不 適 正 事 案 
へ の 対 応 

平成２０年度は産地不適正表示等を行った８業者に対して改善指示及び

公表を行った。 
また、適正な食品表示をさらに徹底するため、関係機関（国の機関、保健

所等）との連携の強化や食品表示ウォッチャー制度の活用の拡大（平成２０

年度５０名から平成２１年度１００名委嘱）を図った。 
 

意 
 

見 

 検査等の対象となる食品販売業者や食品製造業者は数が多く、また常に廃業する者や新規開業

者がおり、実態数を把握することが困難となっている状況である。 

 このような状況下において県内全域の実態を把握し、検査等を行うことは難しいものと思われ

ることから、通報制度の充実や市町村を含む関係機関との連携強化を図る必要がある。 
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（２３） 

検査・監査等名称 土地改良区等検査 

根 拠 法 令 等 土地改良法第１３２条、第１３３条 

目的及び内容 
土地改良区等に、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、管理規程、

土地改良事業計画、換地計画若しくは交換分合計画を遵守させ、もってその

健全かつ適正な運営を確保し、土地改良事業の円滑な施行に資する。 
対 象 先 土地改良区及び土地改良区連合 
対象団体等数 ２２８地区 
検査・監査数 ７９地区 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 農林水産部農村振興課 

体 制 

１ 体制及び人数等 
・農村振興課土地改良団体室 ５名（他業務と兼務） 
・各農林振興センター基盤整備部指導管理課 ３名（他業務と兼務） 

２ 実施する職員数 
検査は２名又は３名で実施している。 

３ 実施職員に対する研修 
  国主催の検査職員研修に参加するほか、職場内研修を実施している。 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
「土地改良区等検査実施要綱」、「土地改良区等検査実施要領」を制定

している。 
２ 実施計画の作成 
検査計画を作成している。 

３ 計画に対する実施状況 
  ・計画数  ８１地区 
      農村振興課     ２９地区 
      農林振興センター  ５２地区 
・実施数  ７９地区（休眠状態の２地区を除く）（実施率９７．５％）

４ 実施時期（周期・間隔等） 
３年に１回実施する。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 
況 

基準及び手法 

１ 実施基準の設定 
土地改良区等検査実施要領に基づき実施している。 

２ 手法 
  検査は、検査資料の事前提出を求めた後、各項目の検査留意事項を記載

した検査事項別検査書により実地で検査を行う。 
役員等が常駐していない団体が多数あるため通告により実施している。 

３ 関係機関等との連携 
  毎年協議し、国が大規模な土地改良区の検査を実施している。 
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結 果 

１ 実施結果通知方法 
検査終了後、現地で講評を行い、後日、検査結果を文書にて通知して

いる。 
２ 結果の公表 
  公表していない。 
３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法 
改善事項については、毎年確認するとともに、次回の検査においても

再度確認している。 
４ 指摘事項等の状況 
  諸規程・記録類、会計経理に関する事項など６４８件の指摘を行った。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 

況 

不 適 正 事 案 
へ の 対 応 

近年の土地改良区の不祥事をうけ、農村振興課で行う検査地区数を増加

するとともに、検査担当者の公務員倫理に基づく自覚を促し、土地改良区

検査の手法及び項目などを対象とする研修を充実させ、より一層厳格な検査

を行うよう改善を図った。 
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（２４） 

検査・監査等名称 建設業者立入検査 

根 拠 法 令 等 建設業法第３１条 

目的及び内容 
建設業法の規定に基づく手続き等の適正化を図ることによって、建設工事

の適正な施工を確保するとともに、不良・不適格業者の排除を徹底し、もっ

て建設業の健全な発展、発注者の保護等を促進する。 
対 象 先 建設業者 

対象団体等数 許可業者１８，０５０業者 
＜２８業種（許可：建築一式 1500万以上、以外 500万以上）＞ 

検査・監査数 １８業者 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 県土整備部建設・不動産業課 

体 制 

１ 体制及び人数等 
  建設・不動産業課建設業・契約室 ６名（他業務と兼務） 
２ 実施職員の資格 
  立入検査をする職員は、「１年以上建設に関する行政の経験を有する者で

なければならない。」とされており、現在、２名の有資格者で実施している。

３ 実施する職員数 
検査は２名で実施している。 

４ 実施する職員に対する研修 
新任職員を対象に、関係規程等の職場内研修を実施している。 

４ 通報制度の設置 
  週１回、弁護士、建築士による「建設工事紛争相談所等」を設けている。

  相談内容の中で業務違反等があれば、随時立入検査を実施している。 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
制定していない。 

２ 実施計画の作成 
 作成していないが、「下請取引等実態調査」（年１回、国が実施）の結果

を基に、法令違反や疑義のある業者を選定し、検査を実施している。 
３ 計画に対する実施状況 
・実施数  １８業者 

 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 
状 

況 

基準及び手法 

１ 実施基準等の設定 
取扱基準（内規）を定めているほか、「建設業者の不正行為等に対する

監督処分の基準」（以下「処分基準」という。）を定めている。 
２ 手 法 
具体的な検査手法を定めたものはないが、立入検査は事前に通知し実施

しているが、法令違反や疑義のある場合等については、抜き打ち的な検査

を実施することもある。 
３ 関係機関等との連携 
  立入検査の結果によっては処分の対象になる場合も生じることから、

国・県の関係部署と随時調整を行っている。 
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結 果 

１ 実施結果通知方法 
検査時に口頭で指示し、後日、文書で通知している。 

２ 結果の公表 
公表していない。 

３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法 
文書による指導は、文書等で改善報告書の提出を求めるとともに、立入

検査等により改善状況を確認している。 
４ 指摘事項等の状況 
  文書による指導はなかったが、変更契約の漏れ、下請業者からの見積書

の徴収漏れなどについて、口頭による指導を行った。 

検

査

・

監

査

等

の

状

況 
不 適 正 事 案 
へ の 対 応 

県の発注工事をめぐる談合事件を受け、県の入札制度を見直すとともに、

「談合情報対応マニュアル」の見直しを行った。 
 

意 
 

見 

 建設業者立入検査は、定期的に行われる検査ではなく、法令違反や疑義のある業者を選定して

行われているが、検査対象の選定や検査手順・方法等を定めた実施要綱等がないので制定する

必要がある。 
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（２５） 

検査・監査等名称 宅地建物取引業者に対する立入検査 

根 拠 法 令 等 宅地建物取引業法第７２条 

目的及び内容 宅地建物取引業の適正な運営を確保するため、事務所その他宅地建物取引業
務を行う場所に立入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査する。

対 象 先 宅地建物取引業者 
対象団体等数 ４，９６０業者 
検査・監査数 ８２業者 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 県土整備部建設・不動産業課 

体 制 

１ 体制及び人数等 
  建設・不動産業課不動産業室 ８名（他業務と兼務） 
２ 実施する職員数 
  検査は２名体制で実施している。 
３ 実施職員に対する研修 
  一都三県、関東甲信ブロック会議などにおける勉強会や強化月間（例年

１１月）前に職場内で勉強会等を実施している。 
４ 通報制度の設置 
電話での相談（苦情・トラブル等）窓口（毎月曜：宅地建物取引業協会

職員、月１回：弁護士）を設けている。 
事案の内容により、必要に応じて、呼出しによる聴き取り調査や立入

検査等を実施している。 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
制定していない。 

２ 実施計画の作成 
 作成していないが、県民又は宅地建物取引業協会からの相談、苦情の

あった業者、開業１年未満の業者等を対象に検査を実施している。 
３ 計画に対する実施状況 
  ・実施数  ８２業者 
４ 実施時期 
国土交通省が全国的に調査依頼する「店舗調査強化月間」に合わせて、

約１ヶ月間で集中実施している。 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 
状 

況 

基準及び手法 

１ 実施基準等の設定 
実施基準は設定していないが、処分基準について、平成２１年４月に

「宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者の違反行為に対する監督処分

の基準」を設定した。 
２ 手 法 
立入検査は、実施日の１日から２日前に電話で通知している。 

３ 関係機関等との連携 
１１月の立入検査強化月間に、環境生活部県民生活課と共同で実施して

いる。 
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検

査

・

監

査

等

の

状

況 

結 果 

１ 実施結果通知方法 
内容が軽微なものであればその場で口頭指導し、必要に応じ文書で通知

している。 
２ 結果の公表 
  監督処分をした場合は、法の規定に基づき公表している。その他は、

公表していない。 
３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法 
  改善事項について、文書で報告を求めるとともに指導している。 
４ 指摘事項等の状況 
  文書による指導はなかったが、従事者名簿の整備、従業員証の作成漏れ

などによる口頭指導を行った。 

 

意 

見 

 宅地建物取引業者に対する立入検査は、定期的に行われる検査ではなく、開業１年の業者や

苦情のあった業者などを選定して行われているが、検査対象の選定や検査の手順・方法等を定め

た実施要綱等がないので、制定する必要がある。 
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（２６） 

検査・監査等名称 特例民法法人立入検査 

根 拠 法 令 等 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

第９５条の規定によりなお従前の例によることとされた同法第３８条による

改正前の民法第６７条第３項 

目的及び内容 
特例民法法人の業務の運営状況及び財産、会計経理の状況等の検査を通じ、

業務の公益性及び事業目的に合致した適正な運営がされているかを確認し、

法人を指導監督する。 
対 象 先 特例民法法人（従来の公益法人） 

対象団体等数 
知事所管（警察本部含む）特例民法法人 ３７０法人 
教育委員会所管特例民法法人       ８２法人    

計            ４５２法人 

検査・監査数 
知事所管特例民法法人   ７４法人、 
教育委員会所管特例民法法人 ２法人 
      計      ７６法人 

概 
 
 

要 

所 管 部 課 知事部局・警察本部・教育委員会の各課 計５８課 

体 制 

１ 体制及び人数等 
・知事部局（警察本部を含む。） 
当該法人の目的・事業に関連する事務を所管している所管課が

行っている。（他業務と兼務） 
なお、指導監督事務の統一性、整合性の確保を総務部政策法務課が

行っている。 
  ・教育委員会 

教育庁企画管理部教育総務課において一括して行っている。（他業務

と兼務） 
２ 実施する職員数 
立入検査は各所管課とも３名程度で実施している。 

３ 実施職員に対する研修 
事務担当者を対象とした内部研修を開催している。 
所管課のなかには、「簿記研修」等の専門研修を受講している職員も

いるが、受講の機会が少ない状況である。 

検 

査 

・ 
監 

査 

等 

の 

状 

況 

計 画 

１ 実施要綱等の制定 
  「公益法人検査要綱」、「特例民法法人事務取扱規程」（以下「取扱規程」

という。）を制定している。 
２ 実施計画の作成 
実施計画を作成している所管課は約半数であり、他の所管課は、所管

法人数が少ない等により計画を策定していなかった。 
３ 計画に対する実施状況 
平成１８年度から平成２０年度 

   ・知事部局（警察本部を含む。） 
計画数  ３７０法人 
実施数  ３１５法人（実施率８５．１％） 

   ・教育委員会 
    計画数   ８２法人 
     実施数   ２９法人（実施率３５．４％） 
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計 画 

４ 平成１８年度から平成２０年度に立入検査を実施していない所管課や

実施率が低い所管課 
・立入検査未実施の所管課 

① 総務部総務ワークステーション １法人 

② 健康福祉部障害福祉課 ４法人（平成２１年度以降、全法人を

対象に、立入検査を実施することとしている。） 

③ 健康福祉部医療整備課 ６３法人（平成２１年度に、全法人を

対象に、書面検査を実施することとしている。） 

④ 健康福祉部疾病対策課 ２法人 

・実施率が低い所管課 

① 商工労働部観光課  

対 象   ８法人 

実施数   ２法人（実施率２５％） 

② 教育庁企画管理部教育総務課  

対 象  ８２法人  
    実施数  ２９法人（実施率３５．４％） 

５ 実施時期（周期・間隔等） 
３年に１回実施する。 

基準及び手法 １ 実施基準等の設定 
国が定めた「公益法人の設立許可及び指導監督基準」及び「同運用指針」

を準用し実施している。 
２ 手 法 
法人の目的となっている事業の実施状況、財務内容、会計処理状況等を、

検査している。 
結 果 １ 実施結果通知 

検査終了後、口頭で講評を行うとともに、改善を要する事項がある場合

は、文書で通知する。 
２ 結果の公表 
公表していないが、今後、公表方法等について検討する予定である。 

３ 指摘等に対する改善報告等の徴収及び改善状況の確認方法 
文書通知による改善すべき事項については、必要に応じてその結果を

文書で報告させる。 
４ 平成２０年度の指摘事項等の状況 
改善すべき点があるとされた主な指摘事項は、次のとおりである。 
①公益事業の規模が総支出額の２分の１に満たない 
②内部留保の水準が高い 
③事務処理等に関する規程が整備されていない  

 

検 

査 

・ 

監 

査 

等 

の 

状 

況 

不 適 正 事 案 
へ の 対 応 

財団法人の会計事務を行っていた学校事務職員が、法人の金を着服した

不正事案を受け、教育委員会において所管する全ての法人に対し、会計業務

の管理体制を改めて確認するよう通知し、注意喚起を促した。 
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意 
 
 
 
 
 

見 

１ 立入検査の実施について 

立入検査は、取扱規程で３年に1回行うこととしているが、立入検査を実施していない所管

課や実施率が低い所管課がある。これらについては、計画的に検査を実施すべきである。 

２ 所管課における指導監督体制の強化について 

（１） 知事部局の所管課の中には、立入検査の実施率が低いなど指導監督が必ずしも十分と

言えない所管課が認められるので、事務分掌・業務配分等の見直しや総務部政策法務課と

の連携を密にするなど、効果的な指導監督体制の検討が必要である。 

（２） 教育庁においては、指導監督事務を企画管理部教育総務課で一括して行っているが、

所管法人が多く指導監督が必ずしも十分と認められないので、効果的な指導監督体制の

検討が必要である。 

３ 所管課に対する指導強化について 

  各所管課では、立入検査の結果報告、各法人からの定期報告・届出の合議を、総務部政策

法務課に行っているところであるが、総務部政策法務課においては、これらの事務処理の状況

を的確に把握するとともに、特例民法法人の指導監督における適切な事務執行を確保する

ため、所管課に対し、一層の指導強化を図る必要がある。 

 

 
※ 特例民法法人：従来の公益法人。平成２０年１２月１日から新公益法人制度が施行され、５年間

の移行期間に、新制度の公益法人又は一般法人に移行する等とされており、それまでの間は、特例

民法法人として存続し、特例民法法人に対する所管官庁等の指導監督は、従前どおりとされている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資      料 



№ 検査・監査等名称 根　　　拠　　　法　　　令　　　等 対象団体等 団体等数 所管部課 今回対象

1 土地開発公社業務検査  ・公有地の拡大の推進に関する法律第１９条
市町村等土地開発
公社

19
総　務　部
市町村課

2 市町村職員共済組合監査

地方公務員等共済組合法第１４４条の２７第４
項、第１４４条の２９第３項
地方公務員等共済組合法施行令第６７条第
１項

市町村職員共済組合 1
総　務　部
市町村課

3
行政書士法に基づく立入検
査

行政書士法第１３条の２２第１項
行政書士又は行政
書士法人

約1,600
総　務　部
政策法務課

4 学校法人検査指導 私立学校振興助成法第１２条第１号 学校法人 394
総　務　部
学　事　課

※

5
知事認可水道事業者等立
入検査

水道法第３９条第１項
知事認可水道事業
者等

21
総合企画部
水　政　課

6 社会福祉法人の指導監査 社会福祉法第５６条 社会福祉法人 417
健康福祉部
健康福祉指導課

※

7
生活保護法による指定機関
に対する検査

生活保護法第５４条の２第４項 指定介護機関 9,516
健康福祉部
健康福祉指導課

8 児童福祉行政指導監査

児童福祉法第４６条第１項、第５９条第１項
児童福祉法施行令第３８条、児童福祉法施行規
則第４９条

保育所、認可外保
育施設（指定都市・
中核市除く）

認可保育所

  　     537
認可外保育
施設     145

健康福祉部
児童家庭課

※

9
児童福祉施設にかかる指導
監査

児童福祉法第４６条、児童福祉法施行令第３８条 児童福祉施設 15
健康福祉部
児童家庭課

10
老人福祉施設指導監査・有
料老人ホーム立入検査

老人福祉法１８条第２項、第２９条第７項
社会福祉法第５６条、第７０条

特別養護老人ホー
ム、養護老人ホー
ム、
軽費老人ホーム、
有料老人ホーム

397
健康福祉部
高齢者福祉課

※

11
精神科病院実地指導・実地
審査

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第３
８条の６

精神科病院 45
健康福祉部
障害福祉課

12
指定自立支援医療機関に
対する指導・監査

障害者自立支援法第６３条及び第６６条
指定自立支援医療
機関

438
健康福祉部
障害福祉課

13
指定障害福祉サービス等事
業者実地指導・監査監査

障害者自立支援法第１１条第２項、第４８条
指定障害福祉サー
ビス等事業所

1,838
健康福祉部
障害福祉課

※

14
保険医療機関等及び保険
医等の指導・監査

国民健康保険法第４１条、第４５条の２
高齢者の医療の確保に関する法律第６６条、
第７２条

保険医療機関、保
険薬局

8,752
健康福祉部
保険指導課

15
国民健康保険団体連合会
に対する指導監督

国民健康保険法第４条２項、第１０６条、第１０８
条

国民健康保険団体
連合会

1
健康福祉部
保険指導課

16
国民健康保険組合に対する
指導監督

国民健康保険法第４条２項、第１０６条、第１０８
条

国民健康保険組合 3
健康福祉部
保険指導課

17
介護保険法に基づく指導監
査

介護保険法第２４条、第７６条第１項、第８３条
第１項、第９０条第１項、第１１５条の７第１項

介護保険指定事業
者

8,701
健康福祉部
保険指導課

※

18 介護老人保健施設監査
介護保険法第７６条、第１００条及び第１１５条の
７

介護老人保健施設 111
健康福祉部
医療整備課

19 衛生検査所の検査 臨床検査技師等に関する法律第２０条の５　外 衛生検査所 10
健康福祉部
医療整備課

20 医療法人の監査 医療法第６３条 医療法人 1,286
健康福祉部
医療整備課

21 医療機関の検査 医療法第２５条第１項等 病院、診療所等 461
健康福祉部
医療整備課

※

22
麻薬、向精神薬、覚せい
剤、大麻関係立入検査

麻薬及び向精神薬取締法第５０条の３８、覚せい
剤取締法第３２条、大麻取締法第２１条

病院、診療所、薬
局、研究施設等

24,619
健康福祉部
薬　務　課

※

法　令　等　に　基　づ　く　検　査　・　監　査　等　一　覧
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23 採血所立入検査
安全な血液製剤の安定供給の確保に関する法
律第２３条

採血事業者 8
健康福祉部
薬　務　課

24 温泉利用許可施設監視 温泉法第３５条
温泉利用許可を受
けた者

242
健康福祉部
薬　務　課

25 水道施設等検査
水道法第３９条
千葉県小規模水道条例第17条

専用水道・簡易専
用水道・小規模専
用水道等

7,165
健康福祉部
薬　務　課

26
薬局、医薬品販売業及び高
度管理医療機器販売業等
に対する薬事監視

薬事法第６９条

薬局、医薬品販売
業及び高度管理医
療機器販売業等の
業者

17,813
健康福祉部
薬　務　課

※

27 毒物劇物監視 毒物及び劇物取締法第１７条

毒物劇物製造業
者、輸入業者,販売
業者、特定毒物研
究者、業務上取扱
者等

2,037
健康福祉部
薬　務　課

※

28
医薬品等の製造業・製造販
売業及び医療機器修理業に
対する薬事監視

薬事法第６９条、第１４条第６項

医薬品等の製造
業・製造販売業及
び医療機器修理業
の許可業者

828
健康福祉部
薬　務　課

※

29 食品衛生施設の監視指導
食品衛生法第２４条、第２８条、第３０条

食品又は添加物等
を採取、製造、輸
入、加工、調理、貯
蔵、運搬又は販売
するもの

103,188
健康福祉部
衛生指導課

※

30
ふぐ営業認証施設の監視指
導

ふぐの取扱い等に関する条例第１９条 ふぐ営業認証施設 525
健康福祉部
衛生指導課

31 理容所立入検査 理容師法第１３条 理容所 3,862
健康福祉部
衛生指導課

32 美容所立入検査 美容師法第１４条 美容所 5,905
健康福祉部
衛生指導課

33 クリーニング所立入検査 クリーニング業法第１０条 クリーニング所 3,176
健康福祉部
衛生指導課

34 興行場立入検査 興行場法第５条 興行所 119
健康福祉部
衛生指導課

35 公衆浴場立入検査 公衆浴場法第６条 公衆浴場 701
健康福祉部
衛生指導課

36 旅館業立入調査 旅館業法第７条 旅館 2,239
健康福祉部
衛生指導課

37 遊泳用プール立入検査 千葉県遊泳用プール指導要綱第１４ プール施設 345
健康福祉部
衛生指導課

38 特定建築物立入検査
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
第１１条

登録事業所 669
健康福祉部
衛生指導課

39
建築物衛生事業登録営業
所立入検査

建築物における衛生的環境の確保に関する法律
第１２条の５

登録営業所 380
健康福祉部
衛生指導課

40
「化製場等に関する法律」に
規定される施設への立入検
査

化製場等に関する法律第６条、第８条、第９条
化製場、死亡獣畜
取扱場等

184
健康福祉部
衛生指導課

41 動物取扱業立入検査 動物の愛護及び管理に関する法律第２４条 動物取扱業者 1,307
健康福祉部
衛生指導課

42
特定動物飼養又は保管施
設の立入検査

動物の愛護及び管理に関する法律第３３条 特定動物飼養者 34
健康福祉部
衛生指導課

43
ＶＯＣ条例に基づくＶＯＣ排
出事業所立入検査

千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑
制のための取組の促進に関する条例第７条、
第８条及び第１２条

ＶＯＣ（揮発性有機
化合物）排出事業
者

約 150 環境生活部
大気保全課

44
大気汚染防止法に基づく立
入検査

大気汚染防止法第２６条第１項 施設の届出者
施   設：5,714
事業所：1,085

環境生活部
大気保全課
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45
ダイオキシン類対策特別措
置法に基づく立入検査

ダイオキシン類対策特別措置法第３４条第１項 施設の届出者 施設   442
事業者 319

環境生活部
大気保全課

46
ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ条例に基づく運行
規制適合状況の確認指導
（事業所立入検査)

千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状
物質の排出の抑制に関する条例第１５条

ディーゼル自動車
を運行し、若しくは
運行させている者
の事業所

360
環境生活部
大気保全課

47
水質汚濁防止法に基づく特
定事業場等排水立入検査

水質汚濁防止法第２２条第１項
水質汚濁防止法に
定める特定事業場

1,353
環境生活部
水質保全課

※

48
ダイオキシン類対策特別措
置法に基づく特定事業場等
排水立入検査

ダイオキシン類対策特別措置法第３４条第１項
ダイオキシン類対
策特別措置法に定
める特定事業場

67
環境生活部
水質保全課

49 浄化槽等立入検査 浄化槽法第５３条第２項

浄化槽管理者、浄
化槽保守点検業
者、指定検査機関
〔県内1団体〕

浄化槽管理者

503,316
保守点検業者

 511

環境生活部
水質保全課

※

50
浄化槽保守点検業者立入
検査

千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条
例第１４条第２項

知事登録を受けた
浄化槽保守点検業
者

511
環境生活部
水質保全課

※

51
産業廃棄物発生事業所立
入検査

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１９条第
１項、建設工事に係る資材の再資源化等に関す
る法律第４３条第１項、ポリ塩化ビフェニル廃棄物
の適正な処理に関する特別措置法第１８条第１
項、千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条
例第２８条第１項、千葉県硫酸ピッチの生成の禁
止に関する条例第６条第１項

産業廃棄物排出事
業所

約 20万
環境生活部
資源循環推進課

※

52
一般廃棄物処理施設立入
検査

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１９条

市町村・一部事務
組合及び民間事業
者が設置する一般
廃棄物処理施設

258
環境生活部
廃棄物指導課

※

53
産業廃棄物処理施設等立
入検査

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１９条

県許可産業廃棄物
処理業者及び特別
管理産業廃棄物処
理業者

6,975
環境生活部
廃棄物指導課

※

54
第一種フロン類回収業者等
立入検査

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施
の確保等に関する法律第４４条

第一種フロン類回
収業者

831
環境生活部
廃棄物指導課

55
自動車リサイクル法業者立
入検査

使用済自動車の再資源化等に関する法律第１３
１条

引取業者、・フロン
類回収業者、解体
業者、破砕業者

5,126
環境生活部
廃棄物指導課

56
特定事業（残土事業）定期
検査、廃止（完了、終了）検
査

千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び
災害の発生の防止に関する条例第１７条、第２０
条、第２１条、第２１条の２

特定事業の許可を
受けた者

83
環境生活部
廃棄物指導課

57 貸金業法に基づく立入検査 貸金業法第２４条の６の１０ 知事登録業者 172
環境生活部
 県民生活課

58
消費生活協同組合法による
検査

消費生活協同組合法第９４条
知事所管の消費生
活協同組合

18
環境生活部
 県民生活課

※

59
不当景品類及び不当表示
防止法による立入検査等

不当景品類及び不当表示防止法第９条 事業者 不詳
環境生活部
 県民生活課
（消費者センター）

60 割賦販売法による立入検査 割賦販売法第４１条第１項
前払式特定取引事
業者

4
環境生活部
 県民生活課
（消費者センター）

61
特定商取引に関する法律に
よる検査

特定商取引に関する法律第６６条第１項
法律に定める販売
業者

不詳
環境生活部
県民生活課
（消費者センター）

62
千葉県消費生活の安定及
び向上に関する条例による
調査

千葉県消費生活の安定及び向上に関する条例
第３５条第１項

事業者 不詳
環境生活部
 県民生活課
（消費者センター）
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63
青少年健全育成条例に基づ
く立入調査

千葉県青少年健全育成条例第２６条
コンビニ、カラオ
ケ、インターネットカ
フェ、まんが喫茶等

不詳
環境生活部
 県民生活課

64
特定非営利活動法人に対す
る立入検査

特定非営利活動促進法第４１条
特定非営利活動法
人

1,407
環境生活部
ＮＰＯ活動推進課

65 商工会議所に係る監査 商工会議所法第５８条 商工会議所 20
商工労働部
経済政策課

66
商工会等に係る監査（商工
会・商工会連合会分）

商工会法第５０条
商工会、商工会連
合会

44
商工労働部
経済政策課

67 千葉県信用保証協会検査
信用保証協会法第３５条、第５１条、信用保証協
会施行令第６条

千葉県信用保証協
会

１ 商工労働部
経営支援課

68
火薬類取扱事業者・火薬類
消費場所立入検査

火薬類取締法第４３条
火薬類取扱事業
者、火薬類消費場
所

380
商工労働部
保　安　課

69
猟銃等製造販売事業者の
立入検査

武器等製造法第２５条
猟銃等製造販売事
業者

52
商工労働部
保　安　課

70
電気工事業の業務に関する
調査

電気工事業の業務の適正化に関する法律第２９
条

登録電気工事業者
及びみなし登録電
気工事業者

219
商工労働部
保　安　課

71
電気用品の販売の事業を行
う者に対する立入検査

電気用品安全法　第４６条第１項、同法施行令第
５条

電気用品販売事業
者

不詳
商工労働部
保　安　課

72
高圧ガス関係事業所立入検
査

高圧ガス保安法第６２条第1項
製造事業所、貯蔵
所の所有者、販売
業者、輸入業者等

5,182
商工労働部
保　安　課

73
液化石油ガス法に基づく立
入検査

液化石油ガス法第８３条第３項及び第４項
販売事業者、液化
石油ガス器具等の
販売事業者等

1,815
商工労働部
保　安　課

74
砂利採取法に基づく立入検
査，監視，現地調査

砂利採取法第３４条第２項 砂利採取場 135
商工労働部
保　安　課

75
採石法に基づく立入検査，
監視，現地調査

採石法第４２条第１項 岩石採取場 8
商工労働部
保　安　課

76
千葉県土採取条例に基づく
立入検査，監視，現地調査

千葉県土採取条例第１７条 土採取場 46
商工労働部
保　安　課

77 計量法に基づく立入検査 計量法第１４８条

届出製造事業者、
届出修理事業者、
計量器販売事業者
等

約  5,000
商工労働部
保　安　課
（県計量検定所）

78 旅行業法に基づく立入検査 旅行業法第２６条第２項
知事登録の第２種
旅行業者、第３種
旅行業者等

16
商工労働部
観　光　課

79
国際観光ホテル整備法に基
づく立入検査

国際観光ホテル整備法第４４条
国際観光ホテル整
備法に基づく登録
ホテル・旅館

37
商工労働部
観　光　課

80
千葉県職業能力開発協会
業務検査

職業能力開発促進法第９０条（同法第７４条の準
用）

都道府県職業能力
開発協会

1
商工労働部
産業人材課

81
農業協同組合法に基づく検
査

農業協同組合法第９４条 農業協同組合 25
農林水産部
団体指導課

※

82 森林組合法による検査 森林組合法第１１１条 森林組合 2
農林水産部
団体指導課

83
水産業協同組合法に基づく
検査

水産業協同組合法第１２３条 水産業協同組合 76
農林水産部
団体指導課

※

84 農業共済組合検査 農業災害補償法第１４２条の２から１４２条の４ 農業共済組合 6
農林水産部
団体指導課

85 農業者年金等監査指導
独立行政法人農業者年金基金法第６４条及び第
６５条、同法施行令第３６条

市町村農業委員
会、農業協同組合

80
農林水産部
団体指導課
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86 卸売市場検査 卸売市場法第６６条
地方卸売市場の開
設者、卸売業者

112
農林水産部
生産販売振興課

87 農薬立入検査 農薬取り締まり法第１３条、同法施行令第４条
農薬販売者、農薬
使用者

（販売店）

     1,900
（使用者）
       不詳

農林水産部
安全農業推進課

88
食品表示（ＪＡＳ法）立入検
査

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関
する法律第１９条の１４、第２０条、第２１条、
第２３条等

食品販売業者、食
品製造業者

不詳
農林水産部
安全農業推進課

※

89 肥料立入検査 肥料取締法第３０条
肥料製造業者、肥
料販売業者、肥料
輸入業者

769
農林水産部
安全農業推進課

90 違反転用指導 農地法第８３条の２（８２条） 法人及び個人 不詳
農林水産部
農　地　課

91 土地改良区等検査 土地改良法第１３２条、第１３３条
土地改良区及び土
地改良区連合

228
農林水産部
農村振興課

※

92
牛乳及び乳製品の価格の
安定を図るための報告の徴
収及び立入検査

加工原料乳生産者補給金等暫定措置法
第２３条

特定乳製品の生産
者、販売業者

15
農林水産部
畜　産　課

93
酪農及び肉用牛生産の振
興に関する生産者等への立
入検査

酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律
第２５条

牛乳・乳製品の生
産者、集荷者、保
管者、販売者

20
農林水産部
畜　産　課

94 家畜商法に基づく立入検査 家畜商法第１１条の３ 家畜商 80
農林水産部
畜　産　課

95 家畜取引法に基づく検査 家畜取引法第２９条 家畜市場の開設者 3
農林水産部
畜　産　課

96
肉用子牛生産安定等特別
措置法に基づく検査

肉用子牛生産安定等特別措置法第１７条
生産者、集荷業
者、販売業者等

不詳
農林水産部
畜　産　課

97
飼料の安全性の確保及び
品質の改善に関する法律に
基づく飼料の収去及び検査

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する
法律（飼料安全法）第５６条

飼料製造業者、飼
料販売業者、飼料
中継保管施設

467
農林水産部
畜　産　課

98
飼育動物診療施設に対する
報告の徴収及び立入検査

獣医師法第２１条、
獣医療法第８条

飼育動物診療施設
開設者等

673
農林水産部
畜　産　課

99
動物用医薬品製造販売業
者等に係る薬事監視

薬事法第６９条（動物用医薬品に係る部分は第８
３条の読み替え規定による）

動物用医薬品等製
造販売業者・製造
業者、販売業者等

606
農林水産部
畜　産　課

100
家畜の伝染性疾病を予防す
るための立入検査等

家畜伝染病予防法第５１条
畜産農家、畜産関
連施設等

2,123
農林水産部
畜　産　課

101
家畜排せつ物の管理の適
正化及び利用の促進に関す
る法律に基づく立入検査

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進
に関する法律第６条

畜産業を営む者 1,575
農林水産部
畜　産　課

102 漁船検認
漁船法第１３条、第５０条、同法施行規則第１１
条、千葉県漁船法施行細則第１０条

漁船登録票の交付
を受けたもの

2,451
農林水産部
水産局水産課

103 建設業者立入検査 建設業法第３１条 建設業者 18,050
県土整備部
建設・不動産業課

※

104
宅地建物取引業者に対する
立入検査

宅地建物取引業法第７２条 宅地建物取引業者 4,960
県土整備部
建設・不動産業課

※

105 千葉県土地開発公社検査
公有地の拡大の推進に関する法律第１９条及び
地方自治法第２２１条第３項

千葉県土地開発公
社

1
県土整備部
用　地　課

106
知事登録不動産鑑定業者
に対する検査

不動産の鑑定評価に関する法律第４５条
知事登録を受けた
不動産鑑定業者

155
県土整備部
用　地　課
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№ 検査・監査等名称 根　　　拠　　　法　　　令　　　等 対象団体等 団体等数 所管部課 今回対象

107
地方道路公社法に基づく検
査

地方道路公社法第３８条 千葉県道路公社 1
県土整備部
道路計画課

108 土砂採取法に基づく検査 土砂採取法第３４条 知事許可業者 0
県土整備部
河川環境課

109
土地区画整理法に基づく検
査

土地区画整理法第１２５条 土地区画整理組合 41
県土整備部
都市整備課

110
指定構造計算適合性判定
機関検査

建築基準法第７７条３５の１２第１項
指定構造計算適合
性判定検査機関

2
県土整備部
建築指導課

111
指定確認検査機関立入検
査

建築基準法第７７条の３１第１項及び第２項 指定確認検査機関 26
県土整備部
建築指導課

112 建築士事務所立入指導 建築士法第２６条の２
一級・二級・木造建
築士事務所

4,516
県土整備部
建築指導課

113
地方住宅供給公社法に基づ
く検査

地方住宅供給公社法第４０条 地方住宅供給公社 1
県土整備部
住　宅　課

114
風俗営業等の規制及び業
務の適正化等に関する法律
に基づく立入り

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関す
る法律第３７条第２項

風俗営業の営業
所、店舗型性風俗
特殊営業の営業所
等

12,696
警察本部
生活安全部
風俗保安課

115
古物営業法による立入及び
調査

古物営業法第２２条 古物商 28,784
警察本部
生活安全部
風俗保安課

116
質屋営業法による立入及び
調査

質屋営業法第２４条 質屋 127
警察本部
生活安全部
風俗保安課

117 警備業者に対する立入検査 警備業法第４７条第１項
県内に営業所を有
する警備業者

468
警察本部
生活安全部
風俗保安課

118 探偵業者に対する立入検査 探偵業の業務の適正化に関する法律第１３条
探偵業者（個人・法
人）

144
警察本部
生活安全部
風俗保安課

119
銃砲刀剣類所持等取締法
に基づく立入検査

銃砲刀剣類所持等取締法第２７条の２第１項、同
第２項

指定射撃場、教習
射撃場、練習射撃
場の設置者等、猟
銃等保管業者

40
警察本部
生活安全部
風俗保安課

120
火薬類取締法に基づく立入
検査等

火薬類取締法第４３条第２項

火薬類を保管する
者の製造所、販売
所、火薬庫、消費
場所

319
警察本部
生活安全部
風俗保安課

121
指定自動車教習所に対する
定期検査等

道路交通法第９９条の６
千葉県道路交通法施行細則第２１条～２３条

指定自動車教習所 62
警察本部交通部
運転免許本部
免　許　課

122
自動車運転代行業を営む者
に対する立入検査

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法
律第２１条

自動車運転代行業
を営む者の営業所

232
警察本部交通部
交通安全教育課

123 特例民法法人立入検査

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等
に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に
関する法律第９５条の規定によりなお従前の例に
よることとされた同法第３８条による改正前の民
法第６７条第３項

特例民法法人(従
来の公益法人）

452
知事部局・警察本部・
教育庁の関係各課

※
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